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看護学部自己点検・評価報告書 

基準４ 教育課程・学習成果 

 

１．自己点検・評価結果（評定） 

  ※自己点検・評価基準を参照し、「自己評価」欄に「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の４段階で記入。 

Ａ：ほぼ完全にできている（90点以上）、Ｂ：合格点だが改善の余地あり（60〜90点） 

Ｃ：もう少しで及第点（40〜60点）、Ｄ：全くできていないか抜本的な改善が必要（0〜40点） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 

 項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 評価の視点  評価の視点 

411 ① 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。   411 ① 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。  

○課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、

当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定（授与す

る学位ごと）及び公表 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・看護学部の教育課程は、教育理念（資料 411-1）に基づき、カリキュラ

ム・ポリシー（資料 411-2）及びディプロマ・ポリシー（資料 411-3）を

編成し、看護学部の目的（学位授与）を達成するため、必要となる授業科

目を体系的に配置し、学内外に周知・公開している。 

・授業科目間の系統性を示す指標および授業科目とディプロマ・ポリシーの

関係性を示す表については、カリキュラムツリー（資料 411-4）、カリキュ

ラムマップ（資料 411-5）により連関性が明確に設定されている。なお、

学生にはオリエンテーションや講義を通じ周知するとともに、本学ホーム

ページ（資料 411-6）を通じ社会一般にも公開している。 

 

 

Ａ 

 ○課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、

当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定（授与す

る学位ごと）及び公表 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・看護学部の教育課程は、教育理念（資料 411-1）に基づき、カリキュラ

ム・ポリシー（資料 411-2）及びディプロマ・ポリシー（資料 411-3）を編

成し、看護学部の目的（学位授与）を達成するため、必要となる授業科目

を体系的に配置し、学内外に周知・公開している。 

・授業科目間の系統性を示す指標および授業科目とディプロマ・ポリシーの

関係性を示す表については、カリキュラムツリー（資料 411-4）、カリキュ

ラムマップ（資料 411-5）により連関性が明確に設定されている。なお、

学生にはオリエンテーションや講義を通じ周知するとともに、本学ホーム

ページ（資料 411-6）を通じ社会一般にも公開している。 

 

 

Ａ 

412 ② 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。   412 ② 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。  

○下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定（授与する学位ごと）及び

公表 

  ○下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定（授与する学位ごと）及び

公表 

・教育課程の体系、教育内容 

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・看護学部の目的（学位授与）を達成するため、教育課程の編成・実施方針

を定め、必要となる授業科目の順序性や教育課程の整合性を検討し、教育

課程を体系的に配置（資料 412-1～2）しており、大学ホームページ（資料

411-6）を通して教職員・学生及び社会一般に公表している。カリキュラム

ツリー（資料 411-4）、カリキュラムマップ（資料 411-5）により連関が明

確に表示されている。 

 

・教育課程の体系、教育内容    

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・令和 6年度入学生の定員増に伴い、新カリキュラムが導入された。看護学

部の目的（学位授与）を達成するため、看護学部の教育理念に基づき、教

育目標、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポ

リシー（資料 411-1～5）、教育課程の編成・実施方針を定め、必要となる

授業科目の順序性や教育課程の整合性を検討し、教育課程を体系的に配置

（資料 412-1～2）しており、大学ホームページ（資料 411-6）を通して教

職員・学生及び社会一般に公表している。カリキュラムツリー（資料 411-

4）、カリキュラムマップ（資料 411-5）により連関が明確に表示されてい

る。 

Ａ  Ａ 
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○教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・本学部は、社会から信頼され、地域社会及び地域の人々の健康課題の解決並

びに保健医療福祉の質の向上に貢献していくために、自己教育力を基盤と

し、看護実践力を高めながら看護専門職としてのプロフェッショナリズム

を醸成し続けられる自律した看護専門職者を養成するために、令和 6 年度

から定員を増員し新カリキュラムが開始された。このような人材を育成す

るため、本学部の教育課程は、上述したディプロマ・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシーおよびアドミッション・ポリシーに基づき教育課程を編成し

た。 

・大学学則(資料 412-3）第 26条 2項において、看護学部の目的（学位授

与）を達成するため、教育課程の編成・実施方針を定め、必要となる授業

科目を体系的に配置し、4年以上の在籍と所定の履修科目を修得した者を

卒業としている。また、教育課程の編制と学位授与方針との関連性につい

ては、定期的に教務委員会および看護学部自己点検・評価委員会にて点

検・評価を行い、看護学部教授会及び内部質保証推進委員会の議を経て学

長諮問会議および教学マネジメント委員会に上程し改善に努めている。

（資料 412-4）。なお、2024年 4月の新カリキュラムに合わせたカリキュ

ラム・ポリシーには教育課程の実施に関する基本方針が明示されている

（資料 411-2）。 

 

 

 

Ａ 

 ○教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大学学則(資料 412-3）第 26条 2項において、看護学部の目的（学位授

与）を達成するため、教育課程の編成・実施方針を定め、必要となる授業

科目を体系的に配置し、4年以上の在籍と所定の履修科目を修得した者を

卒業としている。また、教育課程の編制と学位授与方針との関連性につい

ては、定期的に教務委員会および看護学部自己点検・評価委員会にて点

検・評価を行い、看護学部教授会及び内部質保証推進委員会の議を経て学

長諮問会議および教学マネジメント委員会に上程し改善に努めている。な

お、2024年４月の新カリキュラムに合わせたカリキュラム・ポリシーには

教育課程の実施に関する基本方針が明示されている（資料 411-2～6）。 

 

 

 

Ａ 

413 ③教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設 

し、教育課程を体系的に編成しているか。 

 

 

 413 ③教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設 

し、教育課程を体系的に編成しているか。 

 

 

○各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

達成： 

・ディプロマ・ポリシー（資料 411-3）との関係性、授業科目間の関係性や順

序性を明示し、学位課程にふさわしい教育課程を体系的に編成している。

カリキュラムツリー、カリキュラムマップの設定により連関性が明確にな

った。また、2024（令和 6）年度からは、科目別カリキュラム評価（資料 413-

1）を科目責任者が行い、教育課程の編成に関する意見を吸い上げ、教務委

員会で検討している。 

  ・各科目責任者から提出されたシラバスに基づき、ディプロマ・ポリシー 

  、カリキュラム・ポリシーおよび当該年度カリキュラムに基づいた要件 

  を満たしているかを評価するための看護学部シラバス第三者評価（資 

  料 413-2）を実施している。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 ○各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

達成： 

・ディプロマ・ポリシー（資料 411-3）との関係性、授業科目間の関係性や

順序性を明示し、学位課程にふさわしい教育課程を体系的に編成してい

る。カリキュラムツリー、カリキュラムマップの設定により連関性が明確

になった。また、2020（令和 2）年度からは、授業改善取組調査（資料

413-1）を科目責任者が行い、教育課程の編成に関する意見を吸い上げ、教

務委員会で検討している。 

・看護学部教育の質向上を図るため、各科目責任者から提出されたシラバス

に基づき、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよび当該年

度カリキュラムに基づいた要件を満たしているかを評価するための看護学

部シラバス第三者評価（資料 413-2）を実施している。2022（令和 4）年度

は、「看護学部シラバス第三者評価審査要領」を修正し、「授業計画」では

最新の知見がわかるように「最新」と明記し、「授業外学習」では、学生が

何を準備しておく必要があるかを明確に記載することとした。      

 

 

 

Ａ 
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 ・令和 6年度入学生からは、カリキュラムポリシーに基づき、学部教育 4 

年間を通して、①自己を教育する力の養成②看護の実践力の養成③プ 

ロフェッショナリズムの涵養を養うことができるように、教育課程を 

編成している。（資料 412-2）。 

  ・令和 6年度入学生の教育課程は、「基盤科目」「専門基盤科目」「専 

  門科目」「保健師課程自由科目」「助産師課程自由科目」および「養 

  護教諭課程自由科目」の 6つの科目区分から体系的に編成した。この 

  教育課程の編成により、学生自らがキャリアを選択することができる 

  ように保健師教育課程、助産師教育課程、養護教諭一種教育課程を設 

  置し、3年次に選択することとしている。そのため、「保健師課程自 

  由科目」「助産師課程自由科目」および「養護教諭課程自由科目」は 

  、養護教諭自由科目の一部を除き、主に 3年次から 4年次にかけて保 

  健師、助産師または養護教諭一種に必要な専門的知識、技術および態 

  度を段階的に修得していく配置とした。（資料 413-3） 

      

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮 

達成： 

・看護学教育モデル・コア・カリキュラムに示された知識や技能、医療人と

しての態度を習得できるよう教育課程が編成されている。 

・令和 5年度以前の入学生は、人間を総合的に理解し、健康の維持増進期か

ら終末期にいたる健康レベルと多様な看護提供の場における看護実践能力

を修得できるよう、「基礎科目」「専門基礎科目」「専門科目」を系統的・

段階的に配置している(資料 413-3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮 

達成： 

・看護学教育モデル・コア・カリキュラムに示された知識や技能、医療人と

しての態度を習得できるよう教育課程が編成されている。 

・人間を総合的に理解し、健康の維持増進期から終末期にいたる健康レベル

と多様な看護提供の場における看護実践能力を修得できるよう、「基礎科

目」「専門基礎科目」「専門科目」を系統的・段階的に配置している(資料

413-3)。 

 ・[基礎科目]では、看護の対象を総合的に理解する能力と豊かな感性及び 

  倫理観を養うために「哲学」「文学」「芸術」「地球環境論」「日本国 

  憲法と人権」等を配置している。DP「豊かな感性と倫理観に基づく看護 

  を実践できる」に関連する科目が 5セメスター以降も配置されるよう今後 

  検討する。また、高等教育において「化学」「生物学」を未履修の学生 

  に対しては選択科目として「化学」「生物学」を開講するなど、専門基 

  礎科目を学ぶ上で支障がないように配慮している。また、教育目標の一 

  つである国際的視野をもつ人材を育成するため、4年間を通して語学力強 

  化を図ることとし、「英語」の他に「ドイツ語」「中国語」を選択必修 

  科目としている。さらにグローバル課題が引き起こす健康への影響を 

  学び、地球環境全体をみる視点をもち、看護が多様なもので変化するも 

  のであることを理解するため、[基礎科目]に「国際社会の動向」を配置 

  している。[専門基礎科目]では、保健医療福祉のシステムと人体の構造 

  ・機能、病態生理・治療についての科学的根拠を学ぶために「公衆衛 

  生学」「社会保障論」「人体の構造」「人体の機能」「病態治療学」「 

  薬理学」「生体情報と看護」等を配置している。[専門科目]では、看護 

  学の基盤となる考え方や援助方法について科学的根拠を学ぶために、「 

  看護の基盤となる科目」「看護実践を支える科目」「看護実践科目」「 

  看護の統合と発展」で構成しており、質の高い教育課程が編成されて 
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・令和 6年度以降の入学生は、本学部の教育課程は、「基盤科目」「専門基盤科

目」「専門科目」「保健師課程自由科目」「助産師課程自由科目」「養護教諭課

程自由科目」で構成し、段階的・階層的に学修を進めることができるように

配置している（資料 413-3）。 

・授業科目間の関係性や配当年次を示すカリキュラムツリー（資料 411-

4）、科目配置表（資料 413-3）の策定と明示。 

・授業科目とディプロマポリシーの関係性を示したカリキュラムマップの策

定と明示（資料 411-5） 

  ・学習の段階や順序等を表し教育課程の体系性を明示する科目ナンバリン 

    グの策定と明示（資料 413-4）。 

 

 ・授業期間の適切な設定 

達成： 

・大学設置基準の一部を改正する省令では、(1)⑦ア 1年間の授業を行う期

間は、35週にわたることを原則とすること。イ各授業科目の授業は、十分

な教育効果を上げることができるよう、8週、10週、15週その他の大学が

定める適切な期間を単位として行うものとすることを定めている。学則

(資料 412-3) 第 17条でも、1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期

間を含め、35週にわたることを原則とするとある。本学部はセメスター制

とし、4年間を 8つに区分(4月 1日～9月 30日、10月 1日～3月 31日)に

わけ、授業期間を定めている（資料 412-1,p17)。 

 

 ・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

達成： 

・学則(資料 412-3) 第 16条第 2項に、講義及び演習については、15～30時

間の授業をもって１単位とすること及び実験・実習・実技については、30

～45時間の授業をもって１単位とすると定めている。 

 

 ・個々の授業科目の内容及び方法 

達成： 

・本学部の教育・学習活動の実施・評価・改善の一連のプロセスは、看護教

育点検推進室との綿密な連携と協力の下、教務委員会が中心となって実施

している。 

・科目の「授業の概要」「授業の目的」は、ディプロマ・ポリシーに基づい

て、教務委員会のカリキュラム検討ワーキングで決定している。科目責任

者は、教務委員会から提示された「科目の概要」「科目の目的」及びカリ

  いる。＜看護の基盤となる科目＞は 1年次を中心に、＜看護実践を支える 

  科目＞では、「支援論」科目が 2年次前期、「援助論科目が 2 年次後期と 

  3年次前期、＜看護実践科目＞は 3年次後期、＜看護の統合と発展＞は 4年 

  次開設とし、段階的に学べるよう、基礎科目、専門基礎科目、専門科目 

  との連携を図っている（資料 412-1～2）。カリキュラムツリー、カリキ 

  ュラムマップにより連関を明確に表示している（資料 411-4～5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・授業期間の適切な設定 

達成： 

・大学設置基準の一部を改正する省令では、(1)⑦ア 1年間の授業を行う期間

は、35週にわたることを原則とすること。イ各授業科目の授業は、十分な

教育効果を上げることができるよう、8週、10週、15週その他の大学が定 

  める適切な期間を単位として行うものとすることを定めている。学則(資 

  料 412-3) 第 17条でも、1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を

含め、35週にわたることを原則とするとある。本学部はセメスター制と

し、  4年間を 8つに区分(4月 1日～9月 30日、10月 1日～3月 31日)に

わけ、授業期間を定めている（資料 412-1,p15)。 

 

 ・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

達成： 

・学則(資料 412-3) 第 16条第 2項に、講義及び演習については、15～30時

間の授業をもって１単位とすること及び実験・実習・実技については、30

～45時間の授業をもって１単位とすると定めている。 

 

 ・個々の授業科目の内容及び方法 

達成： 

・本学部の教育・学習活動の実施・評価・改善の一連のプロセスは、看護教

育点検推進室との綿密な連携と協力の下、教務委員会が中心となって実施

している。 

・各科目担当者が、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づ

いて教育内容を構成するよう、次の策を講じている。すなわち、科目の

「授業の概要」「授業の目的」は、ディプロマ・ポリシーに基づいて、教務
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キュラムマップ、カリキュラムツリー、科目の順次性や当該科目が依拠す

るディプロマ・ポリシーを参考に、シラバスの到達目標及び授業計画を作

成している（資料 413-2）。 

 

 

・科目責任者から提出されたシラバスは、「シラバス第三者評価審査要領」

に基づいてシラバス第三者評価を受け、教育目標やディプロマ・ポリシー

との整合性を確認している（資料 413-2）。 

・全ての授業終了後には、「学生による授業評価アンケート」を実施要領に

基づいて授業評価を実施し、授業が依拠するディプロマ・ポリシーを達成

するために効果的であったかについて調査している（資料 413-5）。この結

果は、教務委員会、教授会に報告し、確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・複雑で多岐にわたる分野を統合的に理解し、臨床へ応用するために、第 3

学年で実践看護学演習Ⅰ・Ⅱを開設しグループ演習を展開している（資料

413-6）。 

  ・第 1学年、第 2学年の授業においても、事前課題を基にしたグループ演習

を展開し知識・技術・態度を修得する内容としている（資料 413-6）。 

 

 ・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

達成： 

  ・「学生生活のしおり」（資料 412-1）、「教務関係マニュアル」（資料 413-3）

に明示している。 

・多様な看護提供の場における看護実践能力を修得できるよう、令和 5年度

委員会のカリキュラム検討ワーキングで決定している。科目責任者は、教

務委員会から提示された「科目の概要」「科目の目的」及びカリキュラムマ

ップ、カリキュラムツリー、科目の順次性や当該科目が依拠するディプロ

マ・ポリシーを参考に、到達目標及び授業計画を作成している（資料 413-

4）。 

・科目責任者から提出されたシラバスは、「シラバス第三者評価審査要領」に

基づいてシラバス第三者評価を受け、教育目標やディプロマ・ポリシーと

の整合性を確認している（資料 413-2）。 

・全ての授業終了後には、「学生による授業評価アンケート」を実施要領に基

づいて授業評価を実施し、授業が依拠するディプロマ・ポリシーを達成す

るために効果的であったかについて調査している（資料 413-5,p62～                          

65）。学生が自らの授業参加状況を評価できるように、授業評価の結果を、

4段階評価（4:とてもそう思う,3:まぁそう思う,2:あまりそう思わない 1:

全くそう思わない）とし、講義・演習では全体の 9割、実習ではほぼ全員

が、授業に積極的に参加したと回答し、教員に関しては肯定的な評価が多

く、中央値は前期 3.6以上、後期 3.7以上(1-4)であった（資料 413-6-①

～②）。アンケートの回収率向上のために、科目の最終講義後に時間を確保

しアンケートの回答を促している。この結果は、教務委員会、教授会に報

告し、確認している。 

一方、科目責任者には、授業評価を受けての自己点検・自己評価及び FD

活動に資するために、「授業改善への取組調査」を実施し、当該科目が依拠

するディプロマ・ポリシーを達成するために効果的であったか、ディプロ

マ・ポリシーを意識して授業を実施したか、依拠するディプロマ・ポリシ

ーの到達に貢献したか、依拠するディプロマ・ポリシーと科目の内容は合

致していたかについて確認している（資料 413-1）。本調査は、授業評価と

併せて 2回/年、実施している。今年度、兼任･兼担の教員が科目責任者と

なっている全科目については、最終講義日に、前年度の「授業改善取り組

み調査」を基に教務部長が面談を行い、カリキュラム等に関する要望や改

善案について意見を聴取し回答した(資料 413-7)。「学生による授業評価ア

ンケート」で、低評価であった内容についての改善策を見出すことに繋が

っており、今後も継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 ・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

達成： 

 

 

・多様な看護提供の場における看護実践能力を修得できるよう、《基礎科目》
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までの入学生は《基礎科目》《専門基礎科目》《専門科目》を配置し、令和

6年度入学生は、《基盤科目》《専門基盤科目》《専門科目保健師課程自由科

目》《助産師課程自由科目》《養護教諭課程自由科目》を系統的・段階的に配

置している（資料 413-3）。科目の学年配置、前提科目の適切性について

は、各セメスター終了時に、科目別カリキュラム評価にて全科目責任者に

調査している（資料 413-1）。 

 

《専門基礎科目》《専門科目》を系統的・段階的に配置している（資料

413-3）。科目の学年配置、前提科目の適切性については、各セメスター終

了時に、全科目責任者に調査している（資料 413-8-①～②）。 

 

◎ＩＣＴを活用した授業の展開（双方向型授業の展開や自主学習支援） 

 ・各学位課程にふさわしい教育内容の設定 

＜学士課程＞ 

初年次教育、高大接続への配慮 

教養教育と専門教育の適切な配置等 

＜修士課程、博士課程＞ 

コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配慮等 

達成： 

・COVID-19の影響により、遠隔授業から対面授業に切り替わった後も、多 

くの科目で学習支援システム（LMS）を活用し、学生の主体的学修を効果

的に支援している。学習支援をさらに促進するために Plus-DX事業の一環

として、Moodleに更新している。（資料 413-7） 

・学位課程にふさわしい教育内容（教養教育・専門教育）が適切に配置され

ている（資料 413-3）。 

・国際交流に基づく医学・看護学研究を達成するために、外国語教育の少人

数制教育を実施している（資料 413-6）。 

・2015（平成 27）年度入学生からタブレット型情報端末の必携化を義務付

け、教科書を電子書籍とし、看護技術演習時のＩＣＴ教育に活用している

（資料 413-8）。 

 

・初年度教育において、情報リテラシーの講義にて Chat―GTP利用を含めて

インターネット情報の活用における留意事項を教授している（資料 413-

6）。 

・主体的・積極的に学ぶために必要な技法（アカデミックスキル）を身に付

けるため、医学部との協働学習を導入した「アカデミックスキル基礎」

「アカデミックスキル応用」を開講した（資料 413-6）。 

・高大接続への配慮については、高等学校の進路指導担当教員を集め、「看

護学部入試説明会」を実施している（資料 413-9）。 

 

 

  ・毎年 12月には、学校推薦型選抜（公募制、指定校制）の入学予定者に対 

    し、「学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション・交流会」を実 

    施している（資料 413-10）。 

 

 

 

 

Ａ 

 ◎ＩＣＴを活用した授業の展開（双方向型授業の展開や自主学習支援） 

・各学位課程にふさわしい教育内容の設定 

＜学士課程＞ 

初年次教育、高大接続への配慮 

教養教育と専門教育の適切な配置等 

＜修士課程、博士課程＞ 

コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配慮等 

達成： 

 

 

 

 

・学位課程にふさわしい教育内容（教養教育・専門教育）が適切に配置され

ている。 

 

 

・2015（平成 27）年度入学生からタブレット型情報端末の必携化を義務付

け、教科書を電子書籍とし、看護技術演習時のＩＣＴ教育に活用してい

る。 

 

 

 

 

・また、主体的・積極的に学ぶために必要な技法（アカデミックスキル）を

身に付けるため、1学年に基礎ゼミナールⅠ･Ⅱが開講されている（資料

412-2）。 

・高大接続への配慮については、高等学校の進路指導担当教員を集め、「看護

学部入試説明会」を実施している（資料 413-9）。高校から推薦したい生徒

及び看護学部が求める人材との間でミスマッチが生じないように、意見交

換を行っている（資料 413-10）。 

・毎年 12月には、学校推薦型選抜（公募制、指定校制）の入学予定者に対

し、「学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション・交流会」を実 

  施している（資料 413-11）。入学予定者が、大学入学後の学修や大学生活

をイメージできるように、令和 4(2022)年度も教務部長から、「大学で学ぶ

ということ」、学生部長から「プロフェッショナルとしての看護学生」と題

 

 

Ａ 
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・教育課程の編成における全学内部質保証推進組織等の関わり 

達成： 

・教育課程の評価並びに改善・改革は教務委員会が中心となって行い（資料

413-1、413-11）、さらに毎年、看護学部自己点検・評価委員会において、

自己点検・評価が行われている。その結果は内部質保証推進委員会に提出

され、客観性・妥当性について検証している。推進委員会は必要に応じて

改善案を策定し、学長に提言する。 

 

したオリエンテーションを行った（資料 413-12）。また、入学後の授業に

順応できる力を身につけるため、①入学前プログラムとして、「化学」「医

療系生物入門」「国語標準」の講座を受講すること、②各消防本部や防災協

会等で実施されている「普通救命講習(Ⅰ)」を受講することとしている

（資料 413-13-①～③）。 

 

・教育課程の編成における全学内部質保証推進組織等の関わり 

達成： 

・教育課程の評価並びに改善・改革は教務委員会が中心となって行い（資料

413-1,413-14）、さらに毎年、看護学部自己点検・評価委員会において、自

己点検・評価が行われている。その結果は内部質保証推進委員会に提出さ

れ、客観性・妥当性について検証している。推進委員会は必要に応じて改

善案を策定し、学長に提言する。 

○学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な

実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

 ・主体的・積極的に学ぶために必要な技法(アカデミックスキル)を身につ 

  けるため、1年次にアカデミックスキル基礎・応用が開講されている ( 

  資料 413-6）。 

 

 

 

 

 ・看護学部入学後 3か月目に早期体験学習(アーリーエクスポージャー)と 

  して「コミニティヘルスインターンシップ」を行っている。医学部との 

  合同科目として位置づけ、保健医療専門職を目指す学修の第一歩として 

  いる。その後 1年次「看護学基礎実習」、2年次「基礎看護学実習Ⅱ」、 

  3年次の「領域別看護学実習」と続くことで、対象の発達・病期・健康 

  レベル・療養の場に応じた看護学実践能力を育成している。4年次の「 

  総合実習」では、総合的な看護実践能力を養うとともに、主体的に専門 

  職者としての自覚と専門性を探求する力を養うことを目的とし実施して 

  いる（資料 413-6）。 

 

 

 

・看護専門職者としての考え方、態度を身につけることやチーム医療の基

盤を学修するため、アカデミックスキル基礎、CHI実習、生命倫理学の

講義・実習を医学部との合同で行った（資料 413-6）。 

・令和 6年度入学生からは、自身のキャリアを考え自己を教育し続けられ

る看護専門職者を育成するために 1年次にキャリアデザイン、2年次に

 

 

Ａ 

 ○学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な

実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・1年次から看護職への動機付けを高めるため、「ふれあい実習」や「基礎看

護学実習Ⅰ・Ⅱ」が開講されているとともに、各科目を体系的・段階的

に、かつ確実に学習できるように編成している。さらに、医学部と合同の

実習・講義を構成することによりチーム医療の理解に繋がっている。ま

た、主体的・積極的に学ぶために必要な技法(アカデミックスキル)を身に

つけるため、1年次に基礎ゼミナールⅠ､Ⅱが開講されている(資料 412-

2）。 

・看護学部入学後 3か月目に早期体験学習(アーリーエクスポージャー)と 

 して「ふれあい実習」を行っている。医学部における「コミュニティヘ 

 ルスインターンシップ（CHI）」との合同科目として位置づけ、医療をめ 

 ざす学生として、さまざまな施設に通う(生活する)支援を必要とする人々

の生活の実際を学び、保健医療専門職を目指す学修の第一歩としている。

その後 1年次「基礎看護学実習Ⅰ」、2年次「基礎看護学実習Ⅱ」、3年次の

「領域別看護学実習」と続くことで、対象の発達・病期・健康レベル・療

養の場に応じた看護学実践能力を育成している。4年次の「総合実習」で

は、より複雑な課題を抱えている対象に看護学の知識を統合し看護を実践

することで、総合的な看護実践能力を養うとともに、主体的に専門職者と

しての自覚と専門性を探求する力を養うことを目的とし実施している（資

料 412-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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キャリアデザイン演習を設定した（資料 413-6）。 

・将来、チーム医療に貢献できる自立した看護専門職者を育成するために

医学部との合同授業を設定した。各学年の目標を設定しディプロマポリ

シーとの関連を明示した（資料 413-12）。 

・新型コロナウイルス感染症が 5類感染症へ移行後も、実習受け入れ施設

の感染対策に合わせて、学内実習に変更し、自己学修やグループワー

ク、シミュレーション学修を取り入れ主体的に専門職者としての自覚と

専門性を探求する力を養っている（資料 413-13）。 

 

 

 

 

・実習時期の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に合わせて、学内実

習やオンライン実習に変更し、自己学修やグループワーク、シミュレーシ

ョン学修を取り入れ主体的に専門職者としての自覚と専門性を探求する力

を養っている。コロナ禍により、「救命救急講習Ⅰ」を受講していない 1、

2年生 84名に対して、4月に学内で「普通救命講習会」を実施した(資料

413-15)。 

 

414 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

④学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じている

か。 

 

 

 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

④学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じている

か。 

 

 

○各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行う

ための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（１年間又は学期

ごとの履修登録単位数の上限設定等） 

達成： 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（1年間又は学

期ごとの履修登録単位数の上限設定等）について、学則(資料 412-3) 第

16条第 2項に、講義及び演習については、15～30時間の授業をもって１

単位とすること及び実験・実習・実技については、30～45時間の授業をも

って１単位とすると定めている。さらに、看護学部履修規定(資料 414-1-

①②)第 8条に、1年間に履修することのできる単位の上限は、学則(資料

412-3) 第 14条別表第 2に定めるところにより、48単位を上限とすること

を定めている。また、第 1年次の GPAが 1.500未満の学生は、第 2年次に

履修することができる単位の上限を、前項の規定に関わらず 46単位まで

に制限する。当該年度に無効もしくは再履修となった必修科目を次年度以

降に履修しようとする場合は、その単位は前二項の履修単位の上限・制限

に含まれるものとすると定めている（資料 414-1-①②）。 

 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び

方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明

示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保等） 

達成： 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び

方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明

示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保等）について、全て

シラバス(資料 413-6)に網羅されており、ホームページにて学内外に周

知・公開している(大学ホームページ（資料 411-6）。 

・学生による授業評価アンケートを実施し、学生評価結果は該当教員にフィ

 

 

Ａ 

 ○各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行う

ための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（１年間又は学期

ごとの履修登録単位数の上限設定等） 

達成： 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（1年間又は学

期ごとの履修登録単位数の上限設定等）について、学則(資料 412-3) 第 16

条第 2項に、講義及び演習については、15～30時間の授業をもって１単位

とすること及び実験・実習・実技については、30～45時間の授業をもって

１単位とすると定めている。さらに、看護学部履修規定(資料 414-1)第 8

条に、1年間に履修することのできる単位の上限は、学則(資料 412-3) 第

14条別表第 2に定めるところにより、48単位を上限とすることを定めてい

る。また、第 1年次の GPAが 1.500未満の学生は、第 2年次に履修するこ

とができる単位の上限を、前項の規定に関わらず 46単位までに制限する。

当該年度に無効もしくは再履修となった必修科目を次年度以降に履修しよ

うとする場合は、その単位は前二項の履修単位の上限・制限に含まれるも

のとすると定めている（資料 414-1）。 

 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び方

法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明示）及

び実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保等） 

達成： 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び

方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明

示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の確保等）について、全て

シラバス(資料 412-2)に網羅されており、ホームページにて学内外に周

知・公開している(大学ホームページ（資料 411-6）)。 

・学生による授業評価アンケートを実施し、学生評価結果は該当教員にフィ

 

 

Ａ 
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ードバックを行いっている。該当教員からの回答（改善を含め）は、令和

4年度から学内掲示から LMSでの配信に変更し、学生及び教職員に公表し

ている（資料 414-2）。 

 

・授業の内容、方法等を変更する場合における適切なシラバス改訂と学生への

周知 

達成： 

・科目責任者から提出されたシラバスは、「シラバス第三者評価審査要領」

に基づいてシラバス第三者評価を受け（資料 413-2）、適切なシラバスに改

訂しホームページ上で周知している（大学ホームページ（資料 411-6））。 

 

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法（教員・学生間や

学生同士のコミュニケーション機会の確保、グループ活動の活用等） 

達成： 

・学生の主体的参加を促す授業形態については、LMSを活用した双方向性の授

業や、シラバスに事前学習・事後学習について具体的に明示している。   

    ・学生の主体的学修能力を促進するため、講義時間は 60分とし、残りの 30 

    分は課題学習時間としている（資料 414-3-①②）。課題学習では、アク 

    ティブ・ラーニングの視点を取り入れ、反転授業、グループワーク、デ 

    ィスカッション、プレゼンテーションを導入し、講義内容を踏まえた課 

    題を提示している。また、教育内容に応じて学習規模を効果的に変更し 

    た授業を実施している。例えば「アカデミックスキル」、「卒業研究」 

    では少人数ゼミナールを導入した共同学習を実施し、1 年次の「日常生 

    活援助論」、「診断-治療援助論」、3 年次の 「実践看護学演習Ⅰ・Ⅱ 

    」では 1 学年を 2クラスに分けて実施している(資料 413-7)。 

・授業の質保証を目的とした教員相互によるピアレビュー（資料 414-4-①～

②)を導入し、教授法の客観的評価を行い、授業改善に取り組んでいる。授

業の質確保は、学生によるリフレクション（授業後の感想・評価）を活用し

ている。 

 

 

 

 

 

 

    

・教務委員会学生選出委員との意見交換を年に 2回実施している。学生代表

の教務委員は、年度開始時に各学年 2〜4名が選出され、学習環境に関す

る各学年の意見を集約し、参加している。令和 6年度は、教員で構成する

教務委員会へ学生委員も参加し、議題について意見交換をした（資料 414-

5）。学生参画教務委員会で挙がった意見や要望は、学生教務委員を通じて

全学生へ周知されている（資料 414-6）。 

ードバックを行いっている。該当教員からの回答（改善を含め）は、令和

4年度から学内掲示から LMSでの配信に変更し、学生及び教職員に公表し

ている（資料 414-2）。 

 

・授業の内容、方法等を変更する場合における適切なシラバス改訂と学生への

周知 

達成： 

・科目責任者から提出されたシラバスは、「シラバス第三者評価審査要領」に

基づいてシラバス第三者評価を受け（資料 413-2）、適切なシラバスに改訂

しホームページ上で周知している（大学ホームページ（資料 411-6））。 

 

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法（教員・学生間や

学生同士のコミュニケーション機会の確保、グループ活動の活用等） 

達成： 

・学生の主体的参加を促す授業形態については、LMSを活用した双方向性の 

  授業や、シラバスに事前学習・事後学習について具体的に明示している。   

   ・学生の主体的学修能力を促進するため、講義時間は 60分とし、残りの 30 

    分は課題学習時間としている（資料 414-3）。課題学習では、アクテ 

    ィブ・ラーニングの視点を取り入れ、反転授業、グループワーク、ディ 

    スカッション、プレゼンテーションを導入し、講義内容を踏まえた課題 

    を提示している。また、教育内容に応じて学習規模を効果的に変更した 

    授業を実施している。例えば「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」、「卒業研究」 

    では少人数ゼミナールを導入した共同学習を実施し、1 年次の「日常生 

    活援助論」、「診断-治療援助論」、3 年次の 「実践看護学演習Ⅰ・Ⅱ 

    」では 1 学年を 2クラスに分けて実施している(資料 412-2)。 

・授業の質保証を目的とした教員相互によるピアレビュー（資料 414-4-①～

②)を導入し、教授法の客観的評価を行い、授業改善に取り組んでいる。授

業の質確保は、学生によるリフレクション（授業後の感想・評価）を活用し

て、学生と教員相互のコミュニケーションを活性化し、授業改善に取り組ん

でいる。 

   ・学生の主体的参加を促す授業内容及び授業方法については、主体的学修 

      の能力を身に付け、看護の発展や質の向上に貢献するため、[基礎科目] 

      の「人間と社会」に「教育学」、「アカデミックスキル」に「情報リテ 

      ラシー」「基礎ゼミナールⅠ・Ⅱ」、[専門科目]の「看護の統合と発展 

      」に「看護管理」「看護専門職論」「総合実習」「看護研究方法論」 

     「卒業研究」を配置している（資料 412-2）。                 

・教務委員会学生選出委員との意見交換（資料 414-5～6）を年に 2回実施

し、学生の学習状況を把握することでカリキュラム編成に反映している。

また、看護学部「授業改善への取り組み調査結果」を踏まえ、新たなカリ

キュラム編成に繋げている（資料：413-8-①～②）。 
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・以上より、授業内容や教育方法に関する学生による評価が組織的に実施 

 されており、学生へのフィードバックも適切に行われている。また、授 

 業評価の結果や自習時間、GPS-Academicの結果について、コロナ禍以前 

 と比較し授業形態を変更しても学習効果や教育の質低下は見られなかっ 

 たが、授業時間外での取り組み実施度が 6～7割に留まっていた。課題量 

 や授業レベル、授業外での学びの取組について今後も検討していく必要 

 がある（資料 414-7）。また、経年的な学習成果の向上を測定・検証するこ

とも検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和 5年 5月より新型コロナウイルス感染症が 5類へ移行されたことか

ら、講義時の座席は自由とした。大学構内ではクラスター感染の場としな

いよう、マスク着用を推奨し実習 1週間前から健康観察を実施した（資料

414-8）。 

 

・学習の進捗と学生の理解度の確認 

達成： 

・講義・演習では、小テストの実施や LMSのリフレクション、臨地実習では

看護技術経験表（資料 414-9）を活用し、学習進捗状況や理解度を確認し

ている。 

 

 

・各科目において「授業報告書」「授業改善への取り組み調査」を作成し、授

業内容の変更点と学生の達成度、課題と改善策について明確化し改善に取り

組んでいる（資料 413-1）。 

 ・学生の意見を直接聴取する場として、学生と教員が意見交換を行う学 

  生参画教務委員会を年 2回、開催している。学生代表の教務委員は、 

  年度開始時に各学年 2〜4名が選出され、学習環境に関する各学年の意見 

  を集約し、参加している。令和 5（2023）年度開催の委員会では、学生 

  が企画・運営の段階から参加し、当日の会場設営、司会、議事録の作成 

  も学生が担った。学生が、議題に基づいて事前に各学年にアンケート調 

  査を行い、それをまとめて委員会で発表するという形式が定着して 

  きた。また、1，2年生の意見に対して 3､4年生が回答することで、学生 

  間で学び合う体制もできつつある。学生参画教務委員会で挙がった意見 

  や要望は、教務委員会でも検討され、学生教務委員を通じて全学生へ周 

  知されている（資料 414-5～6）。 

 ・以上より、授業内容や教育方法に関する学生による評価が組織的に実施 

  されており、学生へのフィードバックも適切に行われている。また、授 

  業評価の結果や自習時間、GPS-Academicの結果について、コロナ禍以前 

  と比較し授業形態を変更しても学習効果や教育の質低下は見られなかっ 

  たが、授業時間外での取り組み実施度が 6～7割に留まっていた。課題量 

  や授業レベル、授業外での学びの取組について今後も検討していく必要 

  がある（資料 414-8）。また、経年的な学習成果の向上を測定・検証する 

  ことも検討していく。 

 ・2021（令和 3）年度、2022（令和 4）年度は、新型コロナウイルス感染症 

  流行の影響で「ふれあい実習」「公衆衛生看護学実習」「総合実習」「 

  看護学実習」では、実習受け入れ施設の感染予防策に準じて臨地実習を 

  する学生人数の限定、学内実習やオンライン実習への変更、自己学修や 

  グループワーク、シミュレーション学修を取り入れ実習をしている。「 

  看護学実習」においては、「授業報告書」「授業改善への取り組み調査 

  」を作成し、実習内容の変更点と学生の達成度、課題と改善策について 

  明確化し改善に取り組んでいる（資料：413-8-①～②）。 

 ・令和 5年 5月より新型コロナウイルス感染症が 5類へ移行されたことから、 

  講義時の座席は自由とした。大学構内ではクラスター感染の場としないよ 

  う、マスク着用を推奨し実習 1週間前から健康観察を実施した（資料 414- 

  7）。 

 

・学習の進捗と学生の理解度の確認 

達成： 

・講義・演習では、小テストの実施や LMSのリフレクション、臨地実習では 

  看護技術経験表（資料 414-9）を活用し、学習進捗状況や理解度を確認し 

  ている。 

 ・「授業への要望や意見」については、授業回数が中間まで進んだ段階で、 

  看護教務課が LMSで学生に募り、科目担当者へ伝えている（資料 414- 
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・教育目標に対する学習の到達状況は、修学ポートフォリオ（資料 414-10-

①～③）を確認し、結果を担任の面接時に活用している。 

 

 

 

 

 

 

 

・授業の履修に関する指導、その他効果的な学習のための指導 

達成： 

   ・年度の冒頭等に新入生、在学生へのオリエンテーションを実施し、学生に

学修の道筋を示している（資料 414-11）。 

・適切な履修指導の実施について、授業シラバスに準じた履修指導が構築さ

れ、各学年に担任を設け、修学ポートフォリオ（資料 414-10-①～③）を

活用し、単位修得状況の確認と学修への支援を適宜行っている。さらに、

GPAを基に担任教員の指導も充実している。 

・令和 5年度の修学ポートフォリオの有益度は「学生生活アンケート」（資

料 414-12）にて確認しており、約 4割の学生が役立っていない、と回答し

ていたため、令和 6年度教務委員会において、その要因を検討した。「修

学ポートフォリオの目的や意義」「どのように役立てるのか」「具体的な活

用方法」を学生が理解できていないことが要因として挙げられた。新年度

に向けて、修学ポートフォリオに関する説明会を企画している。説明をす

る教員と、実際に記入し活用する場において指導する担任が連携し、有益

度を上げる工夫をしている（資料 414-13）。 

・再履修科目を有する学生は、「再履修科目の学習計画表」を用いて再履 

  修科目の学修を進めている(資料 414-14)。 

 

 

・効果的な学習のための支援として、2024（令和 6）年 5 月に、１，2年 

生を対象に、「自己学習が進む・自己学習の質が向上するための学習会」

を開催し、アドバイザ－は 3、4年生が担当した。1、2年生は、先輩から

学ぶことで実施可能な学習方法を見出していた。学習会には 1、2年生の 9

割以上が参加した（資料 414-15-①②）。 

 

 

 

 

 

・2021（令和 3）年度以降は、学生や教員から収集する種々の評価データ 

 の収集目的、評価の視点、担当者と時期を明示した「教育の質保証ガイ 

 ドライン」を策定し、全教員が共通認識の元で学修支援を行えるような 

  10）。また、教育目標に対する学習の到達状況は、修学ポートフォリ 

  オ（資料 414-11-①～③）を確認し、結果を担任の面接時に活用している 

  。修学ポートフォリオの役立ち度は「学生生活アンケート」（資料 414 

  -12）にて確認しており、その結果を踏まえ、修学ポートフォリオの活用 

  法を検討するため、看護学教育点検推進室（IR）にて過去 3～4年間の分 

  析を行った（資料 414-11）。これらの結果を踏まえて、教務委員会カリ 

  キュラム評価ワーキングにて、修学ポートフォリオの内容を検討した(資 

  料 414-13)。 

 

・授業の履修に関する指導、その他効果的な学習のための指導 

達成： 

 

 

・適切な履修指導の実施について、授業シラバスに準じた履修指導が構築さ

れ、各学年に担任を設け、修学ポートフォリオ（資料 414-11-①～③）を

活用し、単位修得状況の確認と学修への支援を適宜行っている。さらに、

GPAを基に担任教員の指導も充実している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・再履修科目を有する学生は、「再履修科目の学習計画表」を用いて再履 

  修科目の学修を進めている(資料 414-14)。2023（令和 5）年度は、再履修 

  科目が進行している中間時点で、教員が学修の進捗状況を確認し支援を 

  行った（資料 414-15）。 

 ・効果的な学習のための指導として、1 年生に対して、「基礎ゼミナールⅠ 

  ｣で学修したノートのとり方が実践できているか面接時などに確認して 

  いる。 

 

  

 ・要支援学生への支援として、2023（令和 5）年 5 月に、１，2年生を対 

  象に、「自己学習が進む・自己学習の質が向上するための学習会」を開 

  催し、アドバイザ－は 3、4年生が担当した。1、2年生は、先輩から学ぶ 

  ことで実施可能な学習方法を見出していた。学習会には 1、2年生の 9割以 

  上が参加した。（資料 414-16）。 

 ・2021（令和 3）年度以降は、学生や教員から収集する種々の評価データ 

  の収集目的、評価の視点、担当者と時期を明示した「教育の質保証ガイ 

  ドライン」を策定し、全教員が共通認識の元で学修支援を行えるような 
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 システムを構築し運用している（資料 414-16-①～③）。 

 

・授業外学習に資する適切なフィードバックや、量的・質的に適当な学習課題

の提示 

達成： 

・授業外学習については、シラバスに事前学習・事後学習について具体的に

指示し、授業内でフィードバックすることに加え、LMSを活用している

（資料 413-7）。 

 

・各学部・研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推進組織等 

の関わり（教育の実施内容・状況の把握等） 

達成： 

  ・教育の実施内容・状況の把握等は、教務委員会が中心となって検討を 

      行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎 

      年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保証推進委員 

      会に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質保証推 

      進委員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

 ・「科目別カリキュラム評価」を実施している。科目責任者は、全ての 

    授業終了後に科目を振り返り、自己評価し、看護教務課に報告してい 

    る（資料 413-1）。本調査はセメスターごとに集計され、教学 IRセン 

    ター内の看護教育点検推進室から分析結果が 教務委員会に報告され 

    る仕組みが構築されている。 

 

＜学士課程＞ 

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数 

達成： 

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数について、授業内容と学生数に

配慮された授業形態である。具体的に、講義は、1クラス 100～150名で行

うが、1-2年生の基礎看護学演習は 50～75名ずつ（2分割）、3年生の実践

看護学演習も 50名ずつ（2分割）としている（資料 413-7）。 

 

・アカデミックスキル基礎や医学部との合同科目等の一部の科目では、教育

効果が見込める人数単位に学生を分割して実施している（資料 414-17）。 

・臨地実習においては、1つのグループに 1名教員が基本的に配置され、き

めの細かい指導が行き届くよう配慮している（資料 414-18）。 

  

・適切な履修指導の実施 

達成： 

・適切な履修指導の実施について、授業シラバスに準じた履修指導が構築さ

れ、各学年に担任を設け、eポートフォリオ（資料 414-10-①～③）を活用

し、単位修得状況の確認と学修への支援を適宜行っている。看護学部履修規

定(資料 414-1-①②)第 19条に則り、GPA1.500未満の学生には教務部長及び

  システムを構築し運用している（資料 414-17-①～③）。 

 

・授業外学習に資する適切なフィードバックや、量的・質的に適当な学習課題

の提示 

達成： 

・授業外学習については、シラバスに事前学習・事後学習について具体的に

指示し、授業内でフィードバックすることに加え、LMSを活用している

（資料 412-2）。 

 

・各学部・研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推進組織等

の関わり（教育の実施内容・状況の把握等） 

達成： 

  ・教育の実施内容・状況の把握等は、教務委員会が中心となって検討を 

      行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎 

      年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保証推進委員 

      会に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質保証推 

      進委員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

 ・「授業改善への取組調査」を実施している。科目責任者は、全ての授 

    業終了後に科目を振り返り、自己評価し、看護教務課に報告している 

   （資料 413-8-①～②）。本調査はセメスターごとに集計され、教学 IR 

    センター内の看護教育点検推進室から分析結果が 教務委員会に報告 

    される仕組みが構築されている。 

 

＜学士課程＞ 

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数 

達成： 

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数について、授業内容と学生数に

配慮された授業形態である。具体的に、講義は、1クラス 100名で行う

が、1-2年生の基礎看護学演習は 50名ずつ（2分割）、3年生の実践看護学

演習も 50名ずつ（2分割）としている。教員も十分な人数を配置し 40：1

以下となるようにしている(資料 412-2)。 

  

 

 

 

 

・適切な履修指導の実施 

達成： 

・適切な履修指導の実施について、授業シラバスに準じた履修指導が構築さ

れ、各学年に担任を設け、eポートフォリオ（資料 414-18）を活用し、単

位修得状況の確認と学修への支援を適宜行っている。看護学部履修規定(資

料 414-1)第 19条に則り、GPA1.500未満の学生には教務部長及びクラス担



13 

 

クラス担任が個別に面談を行い、修学指導・支援を行うこととなっている。 任が個別に面談を行い、修学指導・支援を行うこととなっている。 

415 

 

 

 

 

 

⑤ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。   415 

 

 

 

 

 

③  成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。  

○成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

達成：学則(資料 412-3)第 16条に単位の計算方法を定めている。 

 

・既修得単位の適切な認定 

達成：看護学部履修規程(資料 414-1-①②)に準じて実施されており、第 12条第

1項の成績評価基準に照らし、看護学部教授会の議を経て決定する。 

 

・成績評価の客観性、厳格性、公正性、公平性を担保するための措置 

達成：看護学部履修規程(資料 414-1-①②)および看護学部における成績評価異

議申し立てに関する規程(資料 415-1)により、成績評価の客観性、厳格性

が担保されている。 

 

・卒業・修了要件の明示 

達成：学則(資料 412-3)及び看護学部履修規程(資料 414-1-①②)に明示し、学内

外に周知・公開している。 

   新型コロナウイルス感染症への対応として、感染予防対策を講じつつ、定

期試験は、前期・後期ともに対面で実施したが、体調不良者に対しては別

室受験、コロナ感染者、濃厚接触者に対しては、追試験を実施した。 

成績評価を受けるための出席要件は、「履修規定」及び「コロナ禍における

出席等の取り扱い」(資料 415-2)に基づき判断し、新型コロナウイルス感

染者、濃厚接触者、体調不良者に対しては、欠席届の提出をもって公欠と

した。 

 同一法人内の獨協医科大学看護学部と獨協大学は、相互の交流と教育  

の充実を目的として、双方の大学が指定する授業科目を履修し、単位  

を修得することを認めている（根拠資料 415-3）。 

 

 ・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質 

  保証推進組織等の関わり 

達成： 

・成績評価及び単位認定は教務委員会が中心となって検討を行っている。そ

の上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎年自己点検・評価が

行われている。その結果は、内部質保証推進委員会に提出され、客観性、

妥当性について検証している。内部質保証推進委員会は必要に応じて改善

案を策定し、学長に提言する。 

・到達度を測る測定方法については、カリキュラム・ポリシーにおいて、「授

業の進度に合わせてシラバスに明示された到達目標と成果を測る小テス

 

 

Ａ 

 ○成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

達成：学則(資料 412-3)第 16条に単位の計算方法を定めている。 

 

・既修得単位の適切な認定 

達成：看護学部履修規程(資料 414-1)に準じて実施されており、第 12条第 1項の

成績評価基準に照らし、看護学部教授会の議を経て決定する。 

 

・成績評価の客観性、厳格性、公正性、公平性を担保するための措置 

達成：看護学部履修規程(資料 414-1)および看護学部における成績評価異議申し

立てに関する規程(資料 415-1)により、成績評価の客観性、厳格性が担保

されている。 

 

・卒業・修了要件の明示 

達成：学則(資料 412-3)及び看護学部履修規程(資料 414-1)に明示し、学内外に周

知・公開している。 

   新型コロナウイルス感染症への対応として、感染予防対策を講じつつ、 

   定期試験は、前期・後期ともに対面で実施したが、体調不良者に対して 

   は別室受験、コロナ感染者、濃厚接触者に対しては、追試験を実施した。 

成績評価を受けるための出席要件は、「履修規定」及び「コロナ禍における

出席等の取り扱い」(資料 415-2)に基づき判断し、新型コロナウイルス感染

者、濃厚接触者、体調不良者に対しては、欠席届の提出をもって公欠とし

た。 

 同一法人内の獨協医科大学看護学部と獨協大学は、相互の交流と教育  

の充実を目的として、双方の大学が指定する授業科目を履修し、単位  

を修得することを認めている（根拠資料 415-3）。 

 

 ・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質 

  保証推進組織等の関わり 

達成： 

・成績評価及び単位認定は教務委員会が中心となって検討を行っている。そ

の上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎年自己点検・評価が

行われている。その結果は、内部質保証推進委員会に提出され、客観性、

妥当性について検証している。内部質保証推進委員会は必要に応じて改善

案を策定し、学長に提言する。 

・到達度を測る測定方法については、カリキュラム・ポリシーにおいて、「授

業の進度に合わせてシラバスに明示された到達目標と成果を測る小テス

 

 

Ａ 
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ト・定期試験・レポート・グループワークや授業への参加状況、実習評価

等を含め、多様な方法で総合的に行う」としている（資料 415-4,p3～5）。 

 ・看護学部履修規程(資料 414-1-①②)第 10条「成績評価の方法」には、定 

  期試験、中間テスト、小テスト、レポート、実技、授業への参加度等の 

  方法により、また、これらを併用して総合的に評価することを明示し、 

  学生に周知している。 

 ・形成的評価については、授業後のリフレクションへのフィードバックお 

  よび、授業評価に対する回答の中で、今後の学習の支援方策、および学 

  生の学習意欲が芽生えるような記載をし、学習の指導過程において学習 

  の達成度を評価している（資料 414-2）。 

・講義・演習科目は、シラバス内の「成績評価と基準」の項目に、①小テス

ト、定期試験、レポート（テーマ）等を、提出期限や時期と併せて記載す

る、②成績再評価を実施しない場合は、その旨を記載する、③複数の評価

方法を使用し、それらの配分割合を明示する、④授業への参加状況を評価

対象とする場合、具体的な内容（ディスカッションで発言する、リフレク

ションの記載内容等）を明記する、などに留意して記載している（資料

412-2）。また、実習科目においてはルーブリック評価表を導入し、評価項

目、評価基準を明確に示すことで、学生の自己評価および形成的評価を可

能としている（資料 415-5-①～⑩）。最終的に、到達目標、到達度を測る

測定方法、評価者については、シラバス第三者評価において確認を行うシ

ステムが確立されている（資料 413-2）。 

・成績評定基準は、看護学部履修規程(資料 414-1-①②)第 9条「履修の認定

及び成績評価」において、①当該科目の全授業回数の 3分の 2以上出席し

ていること、②正当な理由なく授業料等の学費を滞納していないことの 2

つを、成績評価を受ける資格要件としている。成績評価の基準は、看護学

部履修規程(資料 414-1-①②)第 12条「成績評価の基準等」において設定

している。 

 

ト・定期試験・レポート・グループワークや授業への参加状況、実習評価

等を含め、多様な方法で総合的に行う」としている（資料 415-4,p3～5）。 

 ・看護学部履修規程(資料 414-1)第 10条「成績評価の方法」には、定期試験 

  、中間テスト、小テスト、レポート、実技、授業への参加度等の方法に 

  より、また、これらを併用して総合的に評価することを明示し、学生に 

  周知している。 

 ・形成的評価については、授業後のリフレクションへのフィードバックお 

  よび、授業評価に対する回答の中で、今後の学習の支援方策、および学 

  生の学習意欲が芽生えるような記載をし、学習の指導過程において学習 

  の達成度を評価している（資料 414-2）。 

・講義・演習科目は、シラバス内の「成績評価と基準」の項目に、①小テス

ト、定期試験、レポート（テーマ）等を、提出期限や時期と併せて記載す

る、②成績再評価を実施しない場合は、その旨を記載する、③複数の評価

方法を使用し、それらの配分割合を明示する、④授業への参加状況を評価

対象とする場合、具体的な内容（ディスカッションで発言する、リフレク

ションの記載内容等）を明記する、などに留意して記載している（資料

412-2）。また、実習科目においてはルーブリック評価表を導入し、評価項

目、評価基準を明確に示すことで、学生の自己評価および形成的評価を可

能としている（資料 415-5-①～⑩）。最終的に、到達目標、到達度を測る測

定方法、評価者については、シラバス第三者評価において確認を行うシス

テムが確立されている（資料 413-2）。 

・成績評定基準は、看護学部履修規程(資料 414-1)第 9条「履修の認定及び成

績評価」において、①当該科目の全授業回数の 3分の 2以上出席している

こと、②正当な理由なく授業料等の学費を滞納していないことの 2つを、

成績評価を受ける資格要件としている。成績評価の基準は、看護学部履修

規程(資料 414-1)第 12条「成績評価の基準等」において設定している。 

 

◎ＧＰＡの活用 

達成：ＧＰＡを基に成績やその推移を把握し、学習支援に活用している。成績不

振学生に対する学修指導や、科目間の成績評価基準の平準化のための客観

的な指標としてＧＰＡ制度を導入し、看護学部履修規程(資料 414-1-①

②)第 19 条に従い、各学年で達成すべき質的水準をＧＰＡ「1.5」以上と

し、学習支援に活用している。国家試験対策の支援にも活用している（資

料 415-6-①～③）。 

 

 

 

Ａ 

 ◎ＧＰＡの活用 

達成：ＧＰＡを基に成績やその推移を把握し、学習支援に活用している。成績不

振学生に対する学修指導や、科目間の成績評価基準の平準化のための客観

的な指標としてＧＰＡ制度を導入し、看護学部履修規程(資料 414-1)第 19 

条に従い、各学年で達成すべき質的水準をＧＰＡ「1.5」以上とし、学習

支援に活用している。国家試験対策の支援にも活用している（資料 415-6-

①）。 

 

 

 

Ａ 

◎学修成果等の可視化 

達成：成績評価結果の学生へのフィードバックとして、令和元（2019）年度より

成績表と共に学年全体のＧＰＡ分布図（ヒストグラム）を提示し、学年内

での相対的な学力が把握できるようにしている（資料 415-6①～③）。 

 

 

 

Ａ 

◎学修成果等の可視化 

達成：成績評価結果の学生へのフィードバックとして、令和元（2019）年度より

成績表と共に学年全体のＧＰＡ分布図（ヒストグラム）を提示し、学年内

での相対的な学力が把握できるようにしている（資料 415-6①～②）。 

 

 

Ａ 
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○学位授与を適切に行うための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示・公表 

・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置 

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

・適切な学位授与 

達成：学位規程（資料 415-7）に明示している。なお、学位授与は、上述に則り

看護学部教授会の議を経て学長が決定している。 

 

・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組織等の 

関わり 

達成： 

・学位授与に係る全学的なルールの設定は、看護学部運営委員会及び看護学

部教授会にて検討を行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員

会において、毎年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保

証推進委員会に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質

保証推進委員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

・卒業および学位授与の方針について、本学部においては、4 年以上在学

し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学士（看護学）

の学位を授与すると明記している（資料 415-7）。また、看護学部ホームペ

ージ、大学案内のパンフレット等において、教育理念に基づき、ディプロ

マ・ポリシーに示されている 5つの能力を身につけ、かつ所定の単位を修

得した学生の卒業を認定すること明記している（資料 415-8‐①～②）。内

部質保証推進委員会では、前年度の自己点検・評価が行われており、教育

の実施内容・状況の把握等に係わる課題等があれば改善のためのフィード

バックが実施されている（資料 415-9）。 

 

 

 

Ａ 

○学位授与を適切に行うための措置 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示・公表 

・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置 

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

・適切な学位授与 

達成：学位規程（資料 415-7）に明示している。なお、学位授与は、上述に則り

看護学部教授会の議を経て学長が決定している。 

 

・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組織等の 

関わり 

達成： 

・学位授与に係る全学的なルールの設定は、看護学部運営委員会及び看護学

部教授会にて検討を行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員

会において、毎年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保

証推進委員会に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質

保証推進委員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

・卒業および学位授与の方針について、本学部においては、4 年以上在学

し、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、学士（看護学）

の学位を授与すると明記している（資料 415-7）。また、看護学部ホームペ

ージ、大学案内のパンフレット等において、教育理念に基づき、ディプロ

マ・ポリシーに示されている 5つの能力を身につけ、かつ所定の単位を修

得した学生の卒業を認定すること明記している（資料 415-8‐①～②）。内

部質保証推進委員会では、前年度の自己点検・評価が行われており、教育

の実施内容・状況の把握等に係わる課題等があれば改善のためのフィード

バックが実施されている（資料 415-9）。 

 

 

 

Ａ 

416 

 

 

 

⑥ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。   416 

 

 

 

⑥ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。  

○各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定

（特に専門的な職業との関連性が強いものにあっては、当該職業を担うのに必

要な能力の修得状況を適切に把握できるもの。） 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・各学位課程の分野の特性に応じた看護実習成果を測定するための指標とし

てルーブリック（資料 416-1）が活用されており、厳格な評価に努めてい

る。学生からの授業評価に関して内容を分析し、学生への回答を公開し、

教育内容を検討・改善に努めている。 

・学修成果の総括的評価指標の 1 つ として看護師・保健師国家試験の合格

率を用いている。2024（令和 6）年度の看護師国家試験は 87名（90.1%）

が合格した。また、保健師国家試験は 93名が合格し、合格率は 93％であ

った。保健師国家試験では、「編入」は全員合格している。 

 

 

 

Ａ 

 ○各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定

（特に専門的な職業との関連性が強いものにあっては、当該職業を担うのに必

要な能力の修得状況を適切に把握できるもの。） 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・各学位課程の分野の特性に応じた看護実習成果を測定するための指標とし

てルーブリック（資料 416-1）が活用されており、厳格な評価に努めてい

る。学生からの授業評価に関して内容を分析し、学生への回答を公開し、

教育内容を検討・改善に努めている。 

・学修成果の総括的評価指標の 1 つ として看護師・保健師国家試験の合格

率を用いている。2023（令和 5）年度の看護師国家試験は 93名（98.9%）

が合格した。また、保健師国家試験は 98名が合格し、合格率は 98％と全

国平均 95.7%を上回った。教学 IRセンター内の看護教育点検推進室では、

国家試験の合否と入試区分別での比較検討(資料 416-2)を行っている。看

 

 

Ａ 
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・臨床実習委員会においては実習施設と看護学実習意見交換会（資料 416-

2）を実施し、学生の学びに関する評価について意見交換し、学修成果の

向上につなげている。また、技術経験表の集計や卒業生の栃木県内の就職

率を基に地域貢献度を評価している。 

 

護師国家試験合否では、不合格者が毎年 1～2名と少ないため、入試区分別

での比較は難しいが、保健師国家試験では、「編入」は全員合格している。 

・臨床実習委員会においては実習施設と看護学実習意見交換会（資料 416-

3）を実施し、学生の学びに関する評価について意見交換し、学修成果の向

上につなげている。また、技術経験表の集計や卒業生の栃木県内の就職率

を基に地域貢献度を評価している。 

○学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するための方法の開発 

≪学習成果の測定方法例≫ 

・アセスメント・テスト 

・ルーブリックを活用した測定 

・学習成果の測定を目的とした学生調査 

・卒業生、就職先への意見聴取 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・修学ポートフォリオの活用（資料 414-10-①②③）や学生調査（資料 416-

3～6）の実施において、学生の学習成果を把握している。看護学実習で

は、ルーブリック（資料 416-1）を基に、形成的評価・総合評価を行って

いる。4年生を対象としてディプロマ・ポリシー到達度に関する評価を実

施したところ、DP1～DP5全てにおいて、学位授与に相当する力を概ね身

に付けたと評価している（資料 416-3）。学生からの授業評価では、内容

を分析し、学生への回答を公開し、教育内容の検討・改善に努めている。 

・ディプロマ・ポリシーの各項目を卒業時の理想の自己として到達するため

の具体的な計画/目標を立て(Active Academy:修学計画)、その計画/目標

をどれだけ達成したかを評価（Active Academy:修学計画)する「修学ポー

トフォリオ」について、「修学ポートフォリオ活用の手引きを使用し、各

学年の到達目標の評価基準を統一している(資料 416-7)。 

・学修成果の評価に関する問題としては、形成的評価をより多く取り入れる

こと、技能・態度に関する有効な評価法の開発・導入を行うことが挙げら

れる。特に 効果的な形成的評価のための e-ポートフォリオの有効活用が

重要と考えている。 

 

 

 

Ａ 

 ○学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するための方法の開発 

≪学習成果の測定方法例≫ 

・アセスメント・テスト 

・ルーブリックを活用した測定 

・学習成果の測定を目的とした学生調査 

・卒業生、就職先への意見聴取 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・修学ポートフォリオの活用（資料 414-11-①）や学生調査（資料 416-

2,416-4～7）の実施において、学生の学習成果を把握している。看護学実

習では、ルーブリック（資料 416-1）を基に、形成的評価・総合評価を行

っている。4年生を対象としてディプロマ・ポリシー到達度に関する評価

を実施したところ、DP1～DP5全てにおいて、学位授与に相当する力を概ね

身に付けた評価している（資料 416-4）。学生からの授業評価では、内容を

分析し、学生への回答を公開し、教育内容の検討・改善に努めている。 

・ディプロマ・ポリシーの各項目を卒業時の理想の自己として到達するため

の具体的な計画/目標を立て(Active Academy:修学計画)、その計画/目標を

どれだけ達成したかを評価（Active Academy:修学計画)する修学ポートフ

ォリオ」について、「修学ポートフォリオ活用の手引きを使用し、各学年の

到達目標の評価基準を統一している(資料 416-8)。 

学修成果の評価に関する問題としては、形成的評価をより多く取り入れる

こと、技能・態度に関する有効な評価法の開発・導入を行うことが挙げら

れる。特に 効果的な形成的評価のための e-ポートフォリオの有効活用が

重要と考えている。 

 

 

 

Ａ 

○学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等の関わ

り 

達成： 

  ・学習成果の把握及び評価の取り組みは、教務委員会が中心となって検討 

     を行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎 

     年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保証推進委員会 

     に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質保証推進委 

     員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

・2021（令和 3）年 12 月、看護教育点検推進室の協力を得て、個々の教員

及び学部全体として教育の改善・向上に取り組み、教育の質を保証するこ

 

 

Ａ 

○学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等の関わ

り 

達成： 

  ・学習成果の把握及び評価の取り組みは、教務委員会が中心となって検討 

     を行っている。その上で、看護学部自己点検・評価委員会において、毎 

     年自己点検・評価が行われている。その結果は、内部質保証推進委員会 

     に提出され、客観性、妥当性について検証している。内部質保証推進委 

     員会は必要に応じて改善案を策定し、学長に提言する。 

・2021（令和 3）年 12 月、看護教育点検推進室の協力を得て、個々の教員及

び学部全体として教育の改善・向上に取り組み、教育の質を保証すること

 

 

Ａ 
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とを目的として、「教育の質保証ガイドライン」を策定した（資料 414-16-

①～③）。そして、学生や教員から収集する種々の評価データの収集目

的、評価の視点、担当部署と時期を明示している（資料 416-7,414-16-②

～③）。 

対応：2022（令和 4）年度以降は看護学教育点検推進室と連携し、教育の質保証

ガイドラインに基づいて各種調査を実施した。ガイドライン作成にあたっ

ては、必要な調査項目をあげ網羅的に作成したため、調査数が多くなり単

純集計を把握する段階に留まっている。結果の詳細な分析を行い、教育の

質と学生の学習成果との関連を明らかにしていくことが課題である。 

 

を目的として、「教育の質保証ガイドライン」を策定した（資料 414-17-①

～③）。そして、学生や教員から収集する種々の評価データの収集目的、評

価の視点、担当部署と時期を明示している（資料 416-9,414-17-②～③）。 

 

対応：2022（令和 4）年度以降は看護学教育点検推進室と連携し、教育の質保証

ガイドラインに基づいて各種調査を実施した。ガイドライン作成にあたっ

ては、必要な調査項目をあげ網羅的に作成したため、調査数が多くなり単

純集計を把握する段階に留まっている。結果の詳細な分析を行い、教育の

質と学生の学習成果との関連を明らかにしていくことが課題である。 

 

 

 

417 

 

 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている

か。 

 

 

 

  

 

 

417 

 

 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている

か。 

 

 

 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

・学習成果の測定結果の適切な活用 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・看護学部自己点検・評価委員会にて点検・評価を行っている。 

・看護学教育点検推進室にて分析されたデータを看護学部教務委員会に報告

し、カリキュラム等の適切性、妥当性の検証や検討、改善等に活用している

（資料 416-4～5,7）。 

 

 

 

Ａ 

 ○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

・学習成果の測定結果の適切な活用 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・看護学部自己点検・評価委員会にて点検・評価を行っている。 

・看護学教育点検推進室にて分析されたデータを看護学部教務委員会に報告

し、カリキュラム等の適切性、妥当性の検証や検討、改善等に活用している

（資料 416-4～5,7）。 

 

 

 

Ａ 

◎学修成果に関する卒後研修先との協議 

達成：卒業生による学部教育の評価および就職・進学状況による教育活動の成果

検証を目的として、卒業生アンケート調査を実施した。学部教育の成果と

して、卒後 1年、卒後 5年、卒後 10年の卒業生の約 9割が、DP1～4が身

についたと回答している。本学で得た学びや経験は、本学卒業後の人生や

仕事に役立っていると答えている(資料 417-1)。また、卒後就職先におい

てもアンケート調査を実施している（資料 417-2）。 

対応：今後、アンケート結果を基に教育成果の分析、検証を行い、就職先機関と

の協議方法を検討し連携強化を図る。 

令和 5年度より、付属病院にて新人看護師を対象とした「移行支援」に取

り組んでいる。この支援により卒業生が教員へ相談する機会が設けられ、

離職防止の一助となりつつある。今後は、移行支援の効果を評価し、さら

なる就職先機関との連携強化を図る（資料 417-3）。 

また、就職後に卒業生が参加するホームカミングデイでは、教員と仕事に

ついて語り合い、相談できる機会がある。この会への参加については、3

つの関連病院へ開催周知を行い、卒業生が参加できるよう勤務調整を依頼

している。卒業生への離職支援の一環として今後も継続していく。 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◎学修成果に関する卒後研修先との協議 

達成：卒業生による学部教育の評価および就職・進学状況による教育活動の成果

検証を目的として、卒業生アンケート調査を実施した。学部教育の成果と

して、卒後 1年、卒後 5年、卒後 10年の卒業生の 93～97%が、本学で得た

学びや経験は、本学卒業後の人生や仕事に役立っていると答えている(資

料 417-1)。また、卒後就職先においてもアンケート調査（施設用・新人教

育担当者用）を実施している（資料 417-2-①～②）。 

対応：今後、アンケート結果を基に教育成果の分析、検証を行い、就職先機関と

の協議方法を検討し連携強化を図る。 

令和 5年度より、付属病院にて新人看護師を対象とした「移行支援」に取

り組んでいる。この支援により卒業生が教員へ相談する機会が設けられ、

離職防止の一助となりつつある。今後は、移行支援の効果を評価し、さら

なる就職先機関との連携強化を図る（資料 417-3）。 

また、就職後に卒業生が参加するホームカミングデイでは、教員と仕事に

ついて語り合い、相談できる機会がある。この会への参加については、3

つの関連病院へ開催周知を行い、卒業生が参加できるよう勤務調整を依頼

している。卒業生への離職支援の一環として今後も継続していく。 

 

 

Ｂ 
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○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：2018（平成 30）年度分の自己点検・評価から、内部質保証推進委員会が

自己点検・評価における改善事項を学長に提言し、学長は教学マネジメン

ト委員会並びに各学部・研究科等に改善に向けた対応を要請し、改善に向

けた取り組みを行っている。また、内部質保証推進委員会は年度初めに前

年度に実施した自己点検・評価における改善事項について改善状況のモニ

タリングを行っている。 

具体的な取り組みとしてはモデル・コア・カリキュラム（平成 29年改訂

版）を踏まえつつ、本学の教育理念に沿ったディプロマ・ポリシーに照ら

し、社会の変遷に対応した質の高い人材養成を目的とするカリキュラムに

ついては、常に見直しを行い改善に繋げている（資料 411-5））。また、学

修成果を測定・評価するアセスメント・ポリシー（資料 416-7）を使用

し、各科目における評価の透明化と情報共有に努めている。 

2023(令和 5）年度における学生によるカリキュラム評価結果において、デ

ィプロマ・ポリシー5の「国際的視野を広げる学習内容が充実していた」

と「医学部と併設されている利点を生かしたカリキュラムであった」につ

いて、学生評価が低いことから検討の必要性が確認された（資料 416-4)。

これを受けて、教務委員会カリキュラム評価ワーキングを中心として改善

計画をまとめ、2024（令和 6）年度、改善に向けての取り組みを進めた

(資料 417-4)。具体的には、学生参画教務委員会において、学生が求める

国際的視野及び医看合同授業について意見交換を行うとともに、学生が望

む語学教育、語学力向上支援、留学・国際交流支援について、アンケート

調査を実施した(資料 417-5)。それらの結果をもとに、語学教育について

は、 少人数クラスの実現に向けて検討を行い、第二言語の「ドイツ語」

を 2 クラス（1 クラス 35 名程度）にしている(資料 417-6)。今後も、建

学の理念「国際的交流に基づく医学・看護学研究」を達成すべく、英語教

育の充実に取り組む必要がある。 

授業評価項目を用いて、各科目に設定したディプロマ・ポリシーの適合度

を検証し、次期カリキュラムで各科目が担当するディプロマ・ポリシーを

検討するために調査を実施したところ、ディプロマ・ポリシーとの適合度

が低い科目も見られたため、令和 6年度からの新カリキュラムの編成に際

して改善を図った（資料 417-7）。 

医看合同授業では、医学部 教務委員会との連携を強化し、1 年次から 4 

年次まで、段階的に医学生との連携教育が進められるよう計画した(資料

417-8)。なお、看護学部におけるカリキュラム評価は、教務委員会内のカ

リキュラム評価ワーキングで実施していたが、第三者による客観評価を行

うこと、医学部との連動を図ることを目的に、内部質保証推進委員会にお

いて、独自の組織とするよう改善が指示された。このため、2023（令和 

5）年度 4 月から、看護学部自己点検・評価委員会の下部組織として、教

育プログラム評価委員会を設置した(資料 417-9)。 

   2022年 3月末、日本看護学教育評価機構に最終報告書を提出し、10月 
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 ○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：2018（平成 30）年度分の自己点検・評価から、内部質保証推進委員会が自

己点検・評価における改善事項を学長に提言し、学長は教学マネジメント

委員会並びに各学部・研究科等に改善に向けた対応を要請し、改善に向け

た取り組みを行っている。また、内部質保証推進委員会は年度初めに前年

度に実施した自己点検・評価における改善事項について改善状況のモニタ

リングを行っている。 

具体的な取り組みとしてはモデル・コア・カリキュラム（平成 29年改訂

版）を踏まえつつ、本学の教育理念に沿ったディプロマ・ポリシーに照ら

し、社会の変遷に対応した質の高い人材養成を目的とするカリキュラムに

ついては、常に見直しを行い改善に繋げている（資料 411-5））。また、学

修成果を測定・評価するアセスメント・ポリシー（資料 416-9）を使用

し、各科目における評価の透明化と情報共有に努めている。 

2022(令和 4）年度における学生によるカリキュラム評価結果において、デ

ィプロマ・ポリシー5の「国際的視野を広げる学習内容が充実していた」

と「医学部と併設されている利点を生かしたカリキュラムであった」につ

いて、学生評価が低いことから検討の必要性が確認された（資料 416-5)。

これを受けて、教務委員会カリキュラム評価ワーキングを中心として改善

計画をまとめ、2022（令和 4）年度、改善に向けての取り組みを進めた(資

料 417-4)。具体的には、学生参画教務委員会において、学生が求める国際

的視野及び医看合同授業について意見交換を行うとともに、学生が望む語

学教育、語学力向上支援、留学・国際交流支援について、アンケート調査

を実施した(資料 417-5)。それらの結果をもとに、語学教育については、 

少人数クラスの実現に向けて検討を行い、2023（令和 5）年度は、第二言

語の「ドイツ語を 2 クラス（1 クラス 35 名程度）に変更した(資料 417-

6)。今後も、建学の理念「国際的交流に基づく医学・看護学研究」を達成

すべく、英語教育の充実に取り組む必要がある。 

授業評価項目を用いて、各科目に設定したディプロマ・ポリシーの適合度

を検証し、次期カリキュラムで各科目が担当するディプロマ・ポリシーを

検討するために調査を実施したところ、ディプロマ・ポリシーとの適合度

が低い科目も見られ、検討していく（資料 417-7）。 

医看合同授業では、医学部 教務委員会との連携を強化し、1 年次から 4 

年次まで、段階的に医学生との連携教育が進められるよう、特に 4 年次

は、学生が望む事例検討を基本とした演習を計画した(資料 417-8)。な

お、看護学部におけるカリキュラム評価は、教務委員会内のカリキュラム

評価ワーキングで実施していたが、第三者による客観評価を行うこと、医

学部との連動を図ることを目的に、内部質保証推進委員会において、独自

の組織とするよう改善が指示された。このため、2023（令和 5）年度 4 月

から、看護学部自己点検・評価委員会の下部組織として、教育プログラム

評価委員会を設置することとした(資料 417-9)。 

   2022年 3月末、日本看護学教育評価機構に最終報告書を提出し、10月 
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    末に Webによる実地調査を受けた。機構からの最終的な評価報告書 

    では、調書・特色として、①ディプロマ・ポリシーに基づいた「修学 

    ポートフォリオ」の活用、②教員の看護実践活動の支援体制、③授業 

    改善のための組織的な取り組みと学生の参画、の 3点が挙げられ、検 

    討課題、改善勧告はなかった。今後は、PDCAサイクルを機能させ、教 

    育の質の改善に取り組む必要がある。 

    末に Webによる実地調査を受けた。機構からの最終的な評価報告書 

    では、調書・特色として、①ディプロマ・ポリシーに基づいた「修学 

    ポートフォリオ」の活用、②教員の看護実践活動の支援体制、③授業 

    改善のための組織的な取り組みと学生の参画、の 3点が挙げられ、検 

    討課題、改善勧告はなかった。今後は、PDCAサイクルを機能させ、教 

    育の質の改善に取り組む必要がある。 
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２．根拠資料（名称） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目№ 資料番号 根拠資料の名称  項目№ 資料番号 根拠資料の名称 

411 1 
看護学部教育理念 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html 

 
411 1 看護学部教育理念 

411 2 

カリキュラム・ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#curriculum 

 

411 2 

カリキュラム・ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#curriculum 

411 3 

ディプロマ・ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#diploma 

 

411 3 

ディプロマ・ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#diploma 

411 4 
カリキュラムツリー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/ 

 
411 4 

カリキュラムツリー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/ 

411 5 
カリキュラムマップ 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/ 

 
411 5 

カリキュラムマップ 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/ 

411 6 
大学ホームページ（看護学部） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/#gsc.tab=0 

 
411 6 

大学ホームページ（看護学部） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/#gsc.tab=0 

412 1 
令和 6 年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2024/#page=1 

 
412 1 

令和 5 年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=1 

412 2 
カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

（教務関係マニュアルｐ2、ｐ11～12） 

 
412 2 

令和 5年度 シラバス（看護学部） 

https://dkm-system.jp/dmucn/2023/index.php 

412 3 大学学則  412 3 大学学則 

412 4 獨協医科大学の内部質保証システム  413 1 令和 5年度「授業改善への取組調査」実施要領（教務関係マニュアル p84～86） 

413 1 
獨協医科大学看護学部「科目別カリキュラム評価」実施要領（教務関係マニュ

アル p107～114） 

 
413 2 看護学部シラバス第三者評価審査要領（教務関係マニュアル p70～76） 

413 2 看護学部シラバス第三者評価審査要領（教務関係マニュアル p93～98）  413 3 令和 5年度 科目一覧表 

413 3 科目一覧表、配置表（教務関係マニュアル p3～17)  413 4 令和 5年度_シラバス作成においてのお願い 

413 4 
ナンバリング 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/numbering.html 

 
413 5 

令和5年度_学生による授業評価アンケート実施要領（教務関係マニュアルp77

～p83） 

413 5 学生による授業評価アンケート実施要領（教務関係マニュアル p100～p106）  413 6-① 令和 5（2022）年度前期授業評価結果 

413 6 
令和 6年度シラバス（看護学部） 

https://dkm-system.jp/dmucn/ 

 
413 6-② 令和 5（2022）年度後期授業評価結果 

413 7 Moodle使用方法  413 7 令和 5年度第 2回看護学部教務委員会議事録 

413 8 【一般】R7iPad等購入案内  413 8-① 令和 5（2022）年度前期_授業改善への取組調査結果 

413 9 令和 6年度看護学部入試説明会及び交流会  413 8-② 令和 5（2022）年度後期_授業改善への取組調査結果 

413 10 
令和 6年度_看護学部学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション・交流会

実施要領 

 
413 9 看護学部入試説明会の開催について 

413 11 看護学部教務委員会規程  413 10 看護学部入試説明会_看護学部生の状況 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#curriculum
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#curriculum
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#curriculum
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#curriculum
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#diploma
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#diploma
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#diploma
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#diploma
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/#gsc.tab=0
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/#gsc.tab=0
http://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/life.html
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2024/#page=1
http://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/life.html
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=1
https://dkm-system.jp/dmucn/2023/index.php
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/numbering.html
https://dkm-system.jp/dmucn/
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413 12 看護専門職者を目指す年次別看護学生の目標 
 

413 11 
令和 5年度_看護学部学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション・交流会

実施要領 

413 13 令和 6年度高齢者看護学実習 学内実習内容  413 12 学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション資料 

414 1-① 看護学部履修規程（令和 6年度以降入学生）  413 13-① 看護学部_学校推薦型選抜入学予定者対象入学前教育の実施について 

414 1-② 看護学部履修規定（令和 5年以前入学生及び編入生）  413 13-② 課題「入学前教育プログラム」のご案内 

414 2 
学生による授業評価アンケート実施要領（令和 6年度教務関係マニュアルｐ

100～106） 

 
413 13-③ 普通救命講習の受講 

414 3-① 令和 6年度前期の授業方法について  413 14 看護学部教務委員会規程 

414 3-② 令和 6年度後期の授業方法について  413 15 普通救命講習会について 

414 4-① ピアレビューマニュアル  414 1 看護学部履修規程 

414 4-② ピアレビュー視点  414 2 令和 5年度 授業評価の回答および成績評価の講評 

414 5 令和 6年度第 9回看護学部臨時教務委員会次第   414 3 令和 5年度後期の授業方法について 

414 6 
カリキュラム改善に関する検討-医看合同授業、グローカルな視点、能津的学

修を促進していくために- 

 
414 4-① ピアレビューマニュアル 

414 7 令和 5年度 3年次 GPS-Academic結果に基づくカリキュラム評価結果  414 4-② ピアレビュー視点 

414 8 新型コロナウイルス感染症の 5類移行後の学生生活・活動方針  414 5 令和 5年度前期 学生参画教務委員会議事録 

414 9 看護技術経験表  414 6 令和 5年度後期 学生参画教務委員会議事録 

414 10-① 「修学ポートフォリオ」活用の手引き（教務関係マニュアルｐ78～86）  414 7 新型コロナウイルス感染症の 5類移行後の学生生活・活動方針 

414 10-② 
「修学ポートフォリオ」学生への周知および入力確認の手順（教務関係マニ

ュアルｐ87） 

 
414 8 令和 5年度 3年次 GPS-Academic結果に基づくカリキュラム評価結果 

414 10-③ 学習成果の経過記録（教務関係マニュアルｐ88）  414 9 看護技術経験表 

414 11 令和 6年度ガイダンスタイムテーブル  414 10 令和 5年度第 3回教務委員会議事録 報告事項 8） 

414 12 令和 6年度学生生活アンケート集計結果  414 11-① 「修学ポートフォリオ」活用の手引き 

414 13 令和 6年度教務委員会年間総括  414 11-② 「修学ポートフォリオ」学生への周知および入力確認の手順 

414 14 
令和 6年度_再履修科目に対する対応について（教務関係マニュアル p75～

p77） 

 
414 11-③ 学習成果の経過記録 

414 15-① 令和 6年度第 3回看護学部教務委員会議事録 報告事項 5）  414 12 令和 5年度学生生活アンケート集計結果 

414 15-② 学生教務委員による学習会活動報告  414 13 令和 5年度第 10回看護学部教務委員会議事録 審議事項 2） 

414 16-① 教育の質保証ガイドライン（教務関係マニュアルｐ19） 
 

414 14 
令和 5年度_再履修科目に対する対応について（教務関係マニュアル p55～

p57） 

414 16-② 別表 1.教育の質の評価の視点と評価資料（教務関係マニュアルｐ22）  414 15 令和 5年度再履修科目・要支援学生支援 WG活動報告  

414 16-③ 別表 2.教育の質評価_年間スケジュール（教務関係マニュアルｐ23）  414 16 令和 5年度先輩学生から後輩学生へ学修アドバイス実施報告 

414 17 アカデミックスキル 2025ゼミ演習グループ表  414 17-① 教育の質保証ガイドライン（教務関係マニュアルｐ97） 

414 18 CHI学生配置表  414 17-② 別表 1.教育の質の評価の視点と評価資料 
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415 1 看護学部における成績評価異議申し立てに関する規程  414 17-③ 別表 2.教育の質評価_年間スケジュール 

415 2 コロナ禍における出席等の取り扱い  414 18 eポートフォリオ操作ガイド 

415 3 令和 7年度獨協医科大学・獨協大学単位互換特別聴講生募集要項  415 1 看護学部における成績評価異議申し立てに関する規程 

415 4 

教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー（学生生活のし

おり p3～p5） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=11 

 

415 2 コロナ禍における出席等の取り扱い 

415 5-① 令和 6年度_看護学基礎実習_実習要項  415 3 獨協大学と獨協医科大学との単位互換に関する協定書 

415 5-② 令和 6年度_基礎看護学実習Ⅱ_実習要項 

 

415 4 

教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー（学生生活のし

おり p3～p5） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=11 

415 5-③ 令和 6年度_母性看護学実習_実習要項  415 5-① 令和 5年度_基礎看護学実習Ⅰ_実習要項 

415 5-④ 令和 6年度_小児看護学実習_実習要項  415 5-② 令和 5年度_基礎看護学実習Ⅱ_実習要項 

415 5-⑤ 令和 6年度_急性期看護学実習_実習要項  415 5-③ 令和 5年度_母性看護学実習_実習要項 

415 5-⑥ 令和 6年度_慢性期看護学実習_実習要項  415 5-④ 令和 5年度_小児看護学実習_実習要項 

415 5-⑦ 令和 6年度_高齢者看護学実習_実習要項  415 5-⑤ 令和 5年度_急性期看護学実習_実習要項 

415 5-⑧ 令和 6年度_在宅看護学実習_実習要項  415 5-⑥ 令和 5年度_慢性期看護学実習_実習要項 

415 5-⑨ 令和 6年度_精神看護学実習_実習要項  415 5-⑦ 令和 5年度_高齢者看護学実習_実習要項 

415 5-⑩ 令和 6年度_健康看護支援論実習（公衆衛生）_実習要項  415 5-⑧ 令和 5年度_在宅看護学実習_実習要項 

415 6-① 令和 6年度第 1~3学年後期科目成績予備判定(ヒストグラム)  415 5-⑨ 令和 5年度_精神看護学実習_実習要項 

415 6-② ヒストグラム（4年 後期・累計）  415 5-⑩ 令和 5年度_健康看護支援論実習（公衆衛生）_実習要項 

415 6-③ 正保証人宛成績送付状  415 6-① 令和 5年度前期_各学年の GPA分布図 

415 7 学位規程  415 6-② 令和 5年度前期_正保証人宛成績送付状 

415 8-① 

教育理念 4つのポリシー（看護学部ホームページ） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#gsc.tab=0 

 

415 7 学位規程 

415 8-② 
看護学部 SCHOOL GUIDE 2024 

https://www.d-pam.com/dokkyomed/2312299/index.html?tm=1#target/page_no=1 

 

415 8-① 

教育理念 4つのポリシー（看護学部ホームページ） 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#gsc.tab=0 

415 9 内部質保証推進規程 

 

415 8-② 

看護学部 SCHOOL GUIDE 2023 

https://www.d-

pam.com/dokkyomed/2210799/index.html?tm=1#target/page_no=1 

416 1 ルーブリック評価  415 9 内部質保証推進規程 

416 2 令和 6年度 看護学実習意見交換会報告書  416 1 ルーブリック評価 

416 3 令和 5(2023)年度 4年生のディプロマ到達度に関する報告  416 2 令和 3年度 入試区分別進級・成績・欠席・国試・線路状況 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=11
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=11
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#gsc.tab=0
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#gsc.tab=0
https://www.d-pam.com/dokkyomed/2312299/index.html?tm=1%23target/page_no=1
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#gsc.tab=0
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#gsc.tab=0
https://www.d-pam.com/dokkyomed/2210799/index.html?tm=1#target/page_no=1
https://www.d-pam.com/dokkyomed/2210799/index.html?tm=1#target/page_no=1
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416 4 令和 5(2023)年度 4年生からの評価に基づくカリキュラム評価  416 3 令和 5年度看護学実習関連研修報告書 

416 5 令和 5年度卒業生の DPに関する資質・能力の評価結果  416 4 令和 4(2022)年度 4年生のディプロマ到達度に関する報告 

416 6 科目進度と各学年の到達目標（令和５年度以前入学生及び編入学生）  416 5 令和 4(2022)年度 4年生からの評価に基づくカリキュラム評価 

416 

 

7 

 

アセスメント･ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#assessment 

 

416 6 科目素点分布と GPAに関する報告 

417 1 令和 6年度卒業生アンケート集計結果  416 7 令和 3年度卒業生の DPに関する資質・能力の評価結果 

417 2 令和 6年度卒業生対象 就職先アンケート  416 8 科目進度と各学年の到達目標（令和５年度以前入学生及び編入学生） 

417 3 令和 6年度「新人看護師移行期支援」経過報告 

 

416 9 

アセスメント･ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#assessment 

417 4 令和 6年度教育の質保証と教育改善 WG報告  417 1 令和 4年度卒業生アンケート集計結果 

417 5 大学での語学教育に関するアンケート結果  417 2-① 令和 4年度卒業生対象 就職先アンケート(施設・機関用) 

417 6 令和 7年度時間割 2年前期  417 2-② 令和 4年度卒業生対象 就職先アンケート(新人教育担当者用) 

417 7 
カリキュラムマップ 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/ 

 
417 3 令和 5年度「新人看護師移行期支援」経過報告 

417 8 令和 7年度 医看合同講義に関する授業計画  417 4 令和 3 年度 カリキュラム評価結果に基づく改善計画 

417 9 第 88 回学長諮問会議議事要録（抜粋版）  417 5 大学での語学教育に関するアンケート結果 

    417 6 令和 5年度 第２学年前期時間割 

    417 7 令和 5年度後期学生の授業評価による科目の DP適合度に関する報告 

    417 8 令和 5 年度 医看合同講義に関する授業計画 

    417 9 第 88 回学長諮問会議議事要録（抜粋版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#assessment
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#assessment
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#assessment
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#assessment
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/
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看護学部自己点検・評価報告書 

基準５ 学生の受け入れ 

 

１．自己点検・評価結果（評定） 

  ※自己点検・評価基準を参照し、「自己評価」欄に「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の４段階で記入。 

Ａ：ほぼ完全にできている（90点以上）、Ｂ：合格点だが改善の余地あり（60〜90点） 

Ｃ：もう少しで及第点（40〜60点）、Ｄ：全くできていないか抜本的な改善が必要（0〜40点） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 

 項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 評価の視点  評価の視点 

511 ① 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。   511 ① 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。  

○学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針の

適切な設定及び公表 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：本学のアドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）は、求める学生   

像、入学志願者に求める意志・能力・基礎学力、入学者選抜基本方針につい

て具体的に明示し、大学案内、募集要項等で公開している。特に入学者選抜

基本方針では、基礎学力に加え、意志・意欲、人物像等を重視した多面的・

総合的な入試選抜試験の実施について、入試区分ごとに評価方法を（適性試

験、面接、調査書、自己申請書、推薦書、科目別試験）を一覧表に示し、具

体的に解りやすく記載している（資料 511-1）。 

・ 「求める学生像」だけではなく、入学志願者に高等学校段階までにどのような

力を培うことを求めるのかを示すものとして「入学志願者に求める意志・能力・

基礎学力」及び「入学者選抜基本方針」を具体的に示し、アドミッション・ポ

リシー内に加えた。また、そうした力をどのような基準・方法によって評価・

判定するのかについて、入試区分・評価方法と評価の観点を一覧表にして公表

することとし、令和 3年度入学者選抜から施行された。 

・ アドミッション・ポリシーと関連するディプロマ・ポリシーは、看護職者の役

割や活動の場、看護の対象が多様化している背景を踏まえ、教育理念と併せ大

学の特色や教育研究上の強み、社会的役割、大学が目指す人材像とそれに基づ

く学生が身に付けるべき資質・能力の目標から、整合性を検討し、令和 6年度

から「探究心を持ち、自己を教育し続けることができる。」「科学的思考を備え、

根拠に基づいた看護を実践できる。」「自らの役割と責任を理解し、人々と協働

できる。」「プロフェッショナリズムを身につけ、倫理的行動をとることができ

る。」「グローカルな視野で、多様性を尊重することができる。」（資料 511-1）

に改正した。 

・ 教育理念、3ポリシーについては、定期的に教務委員会及び看護学部自己点検・

評価委員会で常に検証され、内部質保証推進委員会及び教学マネジメント委員

会の意見の基、改善に努めるなど、常にＰＤＣＡサイクルを意識した運用が構

築されている。 

 

 

 

Ａ 

 

 ○学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針の

適切な設定及び公表 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：本学のアドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）は、求める学生   

像、入学志願者に求める意志・能力・基礎学力、入学者選抜基本方針につい

て具体的に明示し、大学案内、募集要項等で公開している。特に入学者選抜

基本方針では、基礎学力に加え、意志・意欲、人物像等を重視した多面的・

総合的な入試選抜試験の実施について、入試区分ごとに評価方法を（適性試

験、面接、調査書、自己申請書、推薦書、共通テスト、科目別試験）を一覧

表に示し、具体的に解りやすく記載している（資料 511-1）。 

・ 「求める学生像」だけではなく、入学志願者に高等学校段階までにどのような

力を培うことを求めるのかを示すものとして「入学志願者に求める意志・能力・

基礎学力」及び「入学者選抜基本方針」を具体的に示し、アドミッション・ポ

リシー内に加えた。また、そうした力をどのような基準・方法によって評価・

判定するのかについて、入試区分・評価方法と評価の観点を一覧表にして公表

することとし、令和 3年度入学者選抜から施行された。 

・ アドミッション・ポリシーと関連するディプロマ・ポリシーは、看護職者の役

割や活動の場、看護の対象が多様化している背景を踏まえ、教育理念と併せ大

学の特色や教育研究上の強み、社会的役割、大学が目指す人材像とそれに基づ

く学生が身に付けるべき資質・能力の目標から、整合性を検討し、令和 6年度

の入学生に向けた改正に取り組んでいる。 

 

 

 

 

・ 教育理念、3ポリシーについては、定期的に教務委員会及び看護学部自己点検・

評価委員会で常に検証され、内部質保証推進委員会及び教学マネジメント委員

会の意見の基、改善に努めるなど、常にＰＤＣＡサイクルを意識した運用が構

築されている。 

 

 

 

Ａ 
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○下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

達成：入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像は、各入学試験におい

て、入学者選抜者に求める基礎学力と試験方法を募集要項に具体的に明示

している。 

達成：本学が求める学生像は「アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）」

にある、「自らやると決めたことをやり遂げようとし、経験から学び、自身

を成長させようとする人」「自らの生活を調整し、自律して看護学を学び続

ける意欲がある人」「科学的思考と根拠に基づいた看護学を学ぶ上で必要な

基礎学力を有する人」「自らを理解し考えを表現するとともに、他者を尊重

し協調できる人」「看護の専門家を目指す者として、社会のルールを守り倫

理的な行動がとれる人」「グローカルな視野で社会貢献する意欲がある人」

であり、これらは、5つのディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）と一貫

性、整合性が保たれている（資料 511-1）。 

さらに、看護学部 3年次編入学者においては、5項目の「求める学生像（ア

ドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）」に加え、「学士を目指す

意志のある人」「公衆衛生看護学を学修する意志のある人」「看護学における

基本的知識を有し、論理的思考のできる人」を求めている。また、入学時に

看護師国家試験に合格していることを条件としている（資料 511-2）。 

  

・入学希望者に求める水準等の判定方法 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：看護学部学生募集要項において、入試区分ごとに評価方法（適性試験、面接、

調査書、自己申請書、推薦書、科目別試験）を一覧表に示し、具体的に解り

やすく説明している（資料 511-2～5）。 

 

 

 

Ａ 

 ○下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

達成：入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像は、各入学試験におい

て、入学者選抜者に求める基礎学力と試験方法を募集要項に具体的に明示

している。 

達成：本学が求める学生像は「アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）」

にある、「看護学を学修する意志のある人」「看護学を学ぶ上で必要な基礎学

力を有する人」「自らの生活を調整し、主体的に学ぶことができる人」「自己

を理解し考えを表現するとともに、他者を尊重し協調できる人」「国際的視

野で地域社会に貢献する意欲のある人」であり、これらは、5つのディプロ

マ・ポリシー（学位授与の方針）と一貫性、整合性が保たれている（資料 511-

1）。 

 

 

さらに、看護学部 3年次編入学者においては、5項目の「求める学生像（ア

ドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）」に加え、「学士を目指す

意志のある人」「公衆衛生看護学を学修する意志のある人」「看護学における

基本的知識を有し、論理的思考のできる人」を求めている。また、入学時に

看護師国家試験に合格していることを条件としている（資料 511-2）。  

  

・入学希望者に求める水準等の判定方法 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：看護学部学生募集要項において、入試区分ごとに評価方法（適性試験、面接、

調査書、自己申請書、推薦書、共通テスト、科目別試験）を一覧表に示し、

具体的に解りやすく説明している（資料 511-2～5）。 

 

 

 

Ａ 

512 ② 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を

適切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

 

 

 512 ② 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を

適切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

 

 

○学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）に示す、入学志願者

に求める学生像や、意志・能力・基礎学力を評価するため、学校推薦型選

抜（公募制・指定校制）、一般選抜（A日程、B日程）、3年次編入学試験の

3種類の入学者選抜を実施している（資料 511-1～5,512-1～5）。 

 

 

新型コロナウイルス感染症は 5類に移行したが、感染防止対策を講じて、高校教

員対象入試説明会、3年次編入学試験説明会、進学相談会、学校見学を対面にて実

施した（資料 512-6）。オープンキャンパスも感染防止対策を講じて、対面・オン

ライン会議システムによる相談会を開催した。オープンキャンパス後のアンケー

ト結果では開催時期・日程は適切であり、キャンパスツアーなど在校生の役割遂行

が好評であった（資料 512-7～8）。さらに「365日オープンキャンパス」と題して

 

 

Ａ 

 ○学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）に示す、入学志願者

に求める学生像や、意志・能力・基礎学力を評価するため、学校推薦型選

抜（公募制・指定校制）、一般選抜（大学入学共通テスト利用、A日程、B

日程）、3年次編入学試験の 3種類の入学者選抜を実施している（資料

511-1～5,512-1～5）。 

 

新型コロナウイルス感染症は 5類に移行したが、感染防止対策を講じて、高校教

員対象入試説明会、3年次編入学試験説明会、進学相談会、学校見学を対面にて実

施した（資料 512-6）。オープンキャンパスも感染防止対策を講じて、対面・オン

ライン会議システムによる相談会を開催した。オープンキャンパス後のアンケー

ト結果では開催時期・面談時間・相談体制は適切であり、在校生の役割遂行が好評

であった（資料 512-7～8）。さらに「365日オープンキャンパス」と題して紹介動

 

 

Ａ 
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紹介動画をホームページ上で公開している（資料 512-9）。 

 

画をホームページ上で公開している（資料 512-9）。 

 

○授業料その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

達成：ホームページ上「学生生活のしおり」において、学生、社会一般など広く

周知している。 

経済的支援： 

① 獨協医科大学看護学部奨学金 

② 獨協医科大学看護学部特別奨学金 

③ 獨協医科大学奨学金 

④ 日本学生支援機構奨学金 

  

授業料（学納金）は、ホームページ、パンフレット、募集要項に記載している。

授業料は 2分割納入（分納）制度を設けており、併せて記載している。また、募集

要項には、その他の費用として学友会費と父母会費に関して記載している。 

経済的支援については、一般選抜 A 日程における成績優秀者に対する大学入学

一時金減免制度をホームページ、パンフレット、募集要項に記載している。また、

看護学部生が利用できる奨学金に関する情報をホームページ、パンフレット、募集

要項において情報提供している（資料 511-1～5,512-1,512-10）。 

 

 

 

Ａ 

 

 

 ○授業料その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

達成：ホームページ上「学生生活のしおり」において、学生、社会一般など広く

周知している。 

経済的支援： 

      1  獨協医科大学看護学部奨学金 

      2  獨協医科大学看護学部特別奨学金 

      3  獨協医科大学奨学金 

      4  日本学生支援機構奨学金 

  

授業料（学納金）は、ホームページ、パンフレット、募集要項に記載している。

授業料は 2分割納入（分納）制度を設けており、併せて記載している。また、募集

要項には、その他の費用として学友会費と父母会費に関して記載している。 

経済的支援については、大学共通テスト利用選抜及び一般選抜 A 日程における

成績優秀者に対する大学入学一時金減免制度をホームページ、パンフレット、募集

要項に記載している。また、看護学部生が利用できる奨学金に関する情報をホーム

ページ、パンフレット、募集要項において情報提供している（資料 511-1～5,512-

1,512-10）。 

 

 

 

Ａ 

 

 

○入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切な 

整備 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：看護学部入試委員会が所轄している(資料 512-11）。 

 

 

Ａ 

 ○入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切な 

整備 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：看護学部入試委員会が所轄している(資料 512-11）。 

 

 

Ａ 

○公正な入学者選抜の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：本学の入学者選抜試験においては、公平・公正さを担保するための組織的

な取組みは、入試委員会が中心となって、試験監督要領、留意事項や秘密

保持の周知等のルールを作成し実施している (資料 512-12～14)。 

合格者の判定は、入試委員会において、予備判定を行い、その後、看護学

部教授会の議を経て学長が決定する（資料 512-15,第 5条）。 

新型コロナウイルス感染症は 5類に移行したが、体調不良者に配慮し、公

正な試験の実施に向けて別室受験等で対応し、受験生が安心して受験でき

る環境を整えている（資料 512-16）。 

本学部の入学試験体制の改善については、入試委員会において継続的に改

善を試み協議を重ねている（資料 512-17～19）。 

文部科学省高等教育局から通知された「入学者選抜における公正確保に関

する考え方、入試委員会に権限者が加わることは公正確保の点から好まし

くない」を踏まえ、看護学部入試委員会規程を一部改正（看護学部長を委

員会組織から削除する等）し、令和 6年 4月 1日からの運用とした（資料

512-19）。今後も引き続き、入学者選抜試験の公平・公正さが担保できるよ

 

 

Ａ 

 ○公正な入学者選抜の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：本学の入学者選抜試験においては、公平・公正さを担保するための組織的

な取組みは、入試委員会が中心となって、試験監督要領、留意事項や秘密

保持の周知等のルールを作成し実施している (資料 512-12～14)。 

合格者の判定は、入試委員会において、予備判定を行い、その後、看護学

部教授会の議を経て学長が決定する（資料 512-15,第 5条）。 

新型コロナウイルス感染症は 5類に移行したが、体調不良者に配慮し、公

正な試験の実施に向けて別室受験等で対応し、受験生が安心して受験でき

る環境を整えている（資料 512-16）。 

本学部の入学試験体制の改善については、入試委員会において継続的に改

善を試み協議を重ねている（資料 512-17～19）。 

文部科学省高等教育局から通知された「入学者選抜における公正確保に関

する考え方、入試委員会に権限者が加わることは公正確保の点から好まし

くない」を踏まえ、看護学部入試委員会規程を一部改正（看護学部長を委

員会組織から削除する等）し、令和 4年 4月 1日からの運用とした（資料

512-18）。今後も引き続き、入学者選抜試験の公平・公正さが担保できるよ

 

 

Ａ 
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うに努め PDCAサイクルを意識し、看護学学士課程の入学者選抜試験の改善

に取り組んでいく。 

 

・オンラインによる入学者選抜を行う場合における公正な実施 

 オンラインによる入学者選抜は、実施していない。 

 

うに努め PDCAサイクルを意識し、看護学学士課程の入学者選抜試験の改善

に取り組んでいく。 

 

・オンラインによる入学者選抜を行う場合における公正な実施 

 オンラインによる入学者選抜は、実施していない。 

 

○入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：一般選抜の問題作成は外部機関に依頼し、校正の段階で本学部の担当教員   

が確認している。また、学校推薦型の問題作成は、本学部の担当教員が作   

成し、その後、教員間で再チェックする方法を採っている。完成した入試

問題は、試験当日まで金庫にて保管し漏洩防止に繋げている。 

   面接試験は、公平かつ公正な評価ができるように面接員へのガイドライン

を作成している。面接員は、ガイドラインに基づき、不要な圧力をかける

ことなく受験者の人物像がとらえられるように努めている（資料 512-

18）。また、面接評価表を用いて、複数名で客観的に評価できるようにし

ている（資料 512-17）。 

   平成 30年 10月に文部科学省高等教育局から通知された「大学入学者選抜

実施要項の見直しに係る予告の改正」で「推薦書の見直し、志願者本人の

記載する資料など」の事項を受け、令和元年度より入試委員会や入試改変

ワーキンググループなどで検討を重ね、学校推薦型選抜の調査書、推薦

書、自己申告書の出願書類を作成した。令和 3年度入試より実用し、令和

6年度も継続して使用している（資料 512-20）。 

   入試区分の点数配分については、入試区分別の点数配分をホームページや

募集要項に明記するなど、入学試験情報として広く周知している（資料

511-2）。また、受験生の多様性に対応するため、ホームページの看護学部

「受験生の皆さん」に、「受験上特別な配慮を希望する方」として、「本学

の入学者選抜において、疾病・負傷や身体障害等により特別な配慮を希望

する場合、受験時に特別措置を講ずることがあります。」と説明してい

る。また、ホームページ上に、受験特別措置申請書も掲載している（資料

512-21）。 

 

・オンラインによって入学者選抜を行う場合における公平な受験機会の確保 

（受験者の通信状況の顧慮等） 

  オンラインによる入学者選抜は、実施していない。 

 

 

 

Ａ 

 ○入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：一般選抜の問題作成は外部機関に依頼し、校正の段階で本学部の担当教員   

が確認している。また、学校推薦型の問題作成は、本学部の担当教員が作   

成し、その後、教員間で再チェックする方法を採っている。完成した入試

問題は、試験当日まで金庫にて保管し漏洩防止に繋げている。 

   面接試験は、公平かつ公正な評価ができるように面接員へのガイドライン

を作成している。面接員は、ガイドラインに基づき、不要な圧力をかける

ことなく受験者の人物像がとらえられるように努めている（資料 512-

20）。また、面接評価表を用いて、複数名で客観的に評価できるようにし

ている（資料 512-21）。 

   平成 30年 10月に文部科学省高等教育局から通知された「大学入学者選抜

実施要項の見直しに係る予告の改正」で「推薦書の見直し、志願者本人の

記載する資料など」の事項を受け、令和元年度より入試委員会や入試改変

ワーキンググループなどで検討を重ね、学校推薦型選抜の調査書、推薦

書、自己申告書の出願書類を作成した。令和 3年度入試より実用し、令和

5年度も継続して使用している（資料 512-22）。 

   入試区分の点数配分については、入試区分別の点数配分をホームページや

募集要項に明記するなど、入学試験情報として広く周知している（資料

511-2）。また、受験生の多様性に対応するため、ホームページの看護学部

「受験生の皆さん」に、「受験上特別な配慮を希望する方」として、「本学

の入学者選抜において、疾病・負傷や身体障害等により特別な配慮を希望

する場合、受験時に特別措置を講ずることがあります。」と説明してい

る。また、ホームページ上に、受験特別措置申請書も掲載している（資料

512-23）。 

 

・オンラインによって入学者選抜を行う場合における公平な受験機会の確保 

（受験者の通信状況の顧慮等） 

  オンラインによる入学者選抜は、実施していない。 

 

 

 

Ａ 

513 ③ 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容

定員に基づき適正に管理しているか。 

 

 

 513 ③ 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定

員に基づき適正に管理しているか。 

 

 

○入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

＜学士課程＞ 

・入学定員に対する入学者数比率（R7年度入試（R6年度実施）） 

  入学者 143／入学定員 145名＝0.99 

 

 

Ｂ 

 ○入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

＜学士課程＞ 

・入学定員に対する入学者数比率（R6年度入試（R5年度実施）） 

  入学者 146／入学定員 145名＝1.01 

 

 

Ｂ 
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・編入学定員に対する編入学生数比率%（R7年度入試（R6年度実施）） 

  入学者 6名／入学定員 10名＝0.6 

 

・収容定員に対する在籍学生数比率（令和 6年度） 

  在籍学生数 450／収容定員 450＝1.00  

 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：令和 6年度入試（令和 5年度実施）より、入学定員を 145名に増員してい

るが、入学定員に対する入学者数比率は 0.99であった。編入学定員数の

変更により、編入学生比率が令和 2年度（0.2）から令和 3年度（0.4）、

令和 4年度（0.7）、令和 5年度（0.9）令和 6年度（0.5）、令和 7年度は

合格者 9名、入学者 6名で 0.6であった。引き続き、安定した入学者の確

保に努めていく。 

対応：令和 3（2021）年度に編入学定員数を 20名から 10名に変更した。看護系

専門学校等への広報活動の充実等により、引き続き編入学生比率を増加さ

せるよう安定した学生確保に努める。 

 

 

・編入学定員に対する編入学生数比率%（R5年度入試（R4年度実施）） 

  入学者 5名／入学定員 10名＝0.5 

 

・収容定員に対する在籍学生数比率（令和 4年度） 

  在籍学生数 405／収容定員 395＝1.03 

 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：令和 6年度入試（令和 5年度実施）より、入学定員を 145名に増員してい

るが、入学定員に対する入学者数比率は 1.01と適正に管理されている。 

   編入学定員数の変更により、編入学生比率が令和 2年度（0.2）から令和 3

年度（0.4）、令和 4年度（0.7）、令和 5年度（0.9）に改善された。引き

続き、安定した入学者の確保に努めていく。 

 

対応：令和 3（2021）年度に編入学定員数を 20名から 10名に変更した。看護系

専門学校等への広報活動の充実等により、引き続き編入学生比率を増加さ

せるよう安定した学生確保に努める。 

 

514 

 

 

① 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 

 514 

 

 

学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、そ

の結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・看護学部自己点検・評価委員会が点検・評価を行っている。 

  ・令和 6年度から多様なカリキュラムを提供し、入学生が自ら看護職者とし

てキャリアプランを選択できるよう教育課程を追加し、本学への入学を強

く志望し、学習意欲が高い学生を確保するために募集定員を増員した。学

校推薦型（公募制）と学校推薦型（指定校制）を併せて 40名から 65名へ

増員し、一般（Ａ日程）を 70名から 75名へ増員、大学入学共通テスト利

用選抜 5名を廃止しているため、引き続き学生の受け入れ状況を評価して

いく必要がある（資料 514-1）。 

 

 

 

Ａ 

 ○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・看護学部自己点検・評価委員会が点検・評価を行っている。 

  ・入試委員会において、入試種別ごとに進路状況、GPA平均値、休学者数、

退学者数、留年者数、再評価者数を検証している（資料 514-1）。 

検証結果も踏まえ、令和 6 年度から多様なカリキュラムを提供し、入学生

が自ら看護職者としてキャリアプランを選択できるよう教育課程を追加

し、本学への入学を強く志望し、学習意欲が高い学生を確保するために募集

定員を増員した。学校推薦型（公募制）と学校推薦型（指定校制）を併せて

40名から 65名へ増員し、一般（Ａ日程）を 45名から 70名へ増員している

ため、引き続き学生の受け入れ状況を評価していく必要がある（資料 514-

2）。 

 

 

 

Ａ 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：概ね適切に各入学試験は実施されている。 

 

 

Ａ 

 ○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成：概ね適切に各入学試験は実施されている。 

 

 

Ａ 
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２．根拠資料（名称） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目№ 資料番号 根拠資料の名称  項目№ 資料番号 根拠資料の名称 

511 1 
令和 6年度 4月入試委員会資料アドミッションポリシー（入学受入れの方

針）令和 6年 4月 1日改正 

 

511 1 

アドミッション・ポリシー 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-

policy.html#admission 

511 2 令和 7年度_看護学部学生募集要項（3年次編入学試験）  511 2 令和 6年度_看護学部学生募集要項（3年次編入学試験） 

511 3 令和 7年度看護学部学生募集要項（共通、一般）  511 3 令和 6年度看護学部学生募集要項（共通、一般） 

511 4 令和 7年度_看護学部学生募集要項（学校推薦型選抜：指定校制）  511 4 令和 6年度_看護学部学生募集要項（学校推薦型選抜：指定校制） 

511 5 令和 7年度_看護学部学生募集要項（学校推薦型選抜：公募制）  511 5 令和 6年度_看護学部学生募集要項（学校推薦型選抜：公募制） 

512 1 
[大学ホームページ][看護学部][受験生の皆さん] 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/ 

 
512 1 

[大学ホームページ][看護学部][受験生の皆さん] 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/ 

512 2 令和 6年度入試広報案（看護学部）  512 2 令和 5年度入試広報 

512 3 令和 6年度看護学部進学相談会参加会場  512 3 進学相談会 

512 4 令和 6年度看護学部入試説明会及び交流会  512 4 看護学部入試説明会及び交流会 

512 5 2024オープンキャンパス  512 5 2023オープンキャンパス 

512 6 入試委員会報告 広報活動（令和 6年度年報）  512 6 入試委員会報告 広報活動（令和 5年度年報） 

512 7 
令和 6年度看護学部入試委員会オープンキャンパス運営マニュアル 

アンケート結果 

 
512 7 オープンキャンパス参加者アンケート 

512 8 令和 6年度 獨協医科大学看護学部オープンキャンパス  512 8 R5年度 獨協医科大学看護学部オープンキャンパス 

512 9 
365日オープンキャンパス 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/opencampus.html 

 
512 9 

365日オープンキャンパス 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/opencampus.html 

512 10 
令和 6年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2024/#page=1 

 
512 10 

令和 5年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=1 

512 11 看護学部入試委員会規程  512 11 看護学部入試委員会規程 

512 12 令和 7年度_入学者選抜に係る看護学部入試委員会運営方針と活動計画  512 12 令和 6年度_入学者選抜に係る看護学部入試委員会運営方針と活動計画 

512 13 令和 7年度_看護学部_監督要領  512 13 令和 6年度_看護学部_監督要領 

512 14 秘密保持に関する誓約書  512 14 留意事項について、秘密保持に関する誓約書 

512 15 看護学部教授会規程  512 15 看護学部教授会規程 

512 16 令和 7年度 3年次編入学試験監督者要領  512 16 ３年次編入学試験監督者要領 

512 17 ３年次編入時面接委員へのガイド 
 

512 17 
面接ガイドおよび面接評価表、書類審査の検討（令和 5 年 6 月 19 日入試

委員会次第） 

512 18 学校推薦型選抜面接委員へのガイド 
 

512 18 
看護学部入試委員会規程の一部改正（令和 4 年 3 月 2 日学長諮問会議承

認） 

512 19 看護学部入試委員会規程の一部改正（令和 4年 3月 2日学長諮問会議承  512 19 入試面接員の応対力向上研修 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#admission
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/overview/educational-policy.html#admission
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/exam/opencampus.html
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=1
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認） 

512 20 自己申告書  512 20 学校推薦型選抜面接委員へのガイド 

512 21 受験特別措置申請書  512 21 面接評価表 学校推薦型選抜（公募制） 

514 1 令和７年度看護学部獨協医科大学看護学部入学者選抜概要（案）  512 22 自己申告書 

    512 23 受験特別措置申請書 

    514 1 看護学部追跡調査資料【～R3年度卒業生迄】 

   
 

514 2 
定員増に伴う募集人員変更通知 

https://www.dokkyomed.ac.jp/files/dmucn/jyuken/00180-002.pdf?2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dokkyomed.ac.jp/files/dmucn/jyuken/00180-002.pdf?2024
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看護学部自己点検・評価報告書 

基準７ 学生支援 

 

１．自己点検・評価結果（評定） 

  ※自己点検・評価基準を参照し、「自己評価」欄に「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の４段階で記入。 

Ａ：ほぼ完全にできている（90点以上）、Ｂ：合格点だが改善の余地あり（60〜90点） 

Ｃ：もう少しで及第点（40〜60点）、Ｄ：全くできていないか抜本的な改善が必要（0〜40点） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 

 項目 

No. 

点検・評価項目 自己 

評価 評価の視点  評価の視点 

711 ① 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援

に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

 

 711 ① 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援

に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

 

○大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学としての

方針の適切な明示 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・大学の理念・目的を踏まえた学生生活に関する事項は、本学「ホームペー

ジ」（資料 711-1）や「学生生活のしおり」（資料 711-2）、「学生生活関係マ

ニュアル」(資料 711-3)に明記して周知している。 

① 奨学金（獨協医科大学看護学部奨学金、獨協医科大学看護学部特別奨学

金、獨協医科大学特別奨学金、日本学生支援機構奨学金、その他の修学

金制度） 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p76～78) 

② アルバイト 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p80) 

③ キャリア支援 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p86) 「学生生活関 

係マニュアル」(資料 711-3 p2)。 

④ 保健センター利用案内 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p91～97) 

⑤ 図書館利用案内 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p101～105) 

・推薦入学者に対し、入学前教育プログラムの案内「看護学部学校推薦型選抜

入学予定者対象入学前教育の実施について」(資料 711-4）「2025年度入学準

備教育マスタースケジュール」（資料 711-5）「令和 7年度 看護学部 学校推

薦型選抜入学予定者オリエンテーション･交流会 実施要領」（資料 711-6)、

入学前教育ノートの提出などを課し、高大連携による支援を実施している。 

・推薦入学予定者オリエンテーション「学校推薦型選抜入学予定者オリエンテ

ーション」（資料 711-7)にて、大学の理念・目的、学位授与の方針等の説明

をした。令和 4年度から実施している看護学部 学校推薦型選抜入学予定者

交流会（資料 711-6)は、「入学後のビジョンが想像でき、不安の緩和となっ

た」との感想が、入学予定者から得られている(資料 711-8)。 

 

 

Ａ 

 

 ○大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学としての

方針の適切な明示 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

・大学の理念・目的を踏まえた学生生活に関する事項は、本学「ホームペー

ジ」（資料 711-1）や「学生生活のしおり」（資料 711-2）、「学生生活関係マ

ニュアル」(資料 711-3)に明記して周知している。 

1  奨学金（獨協医科大学看護学部奨学金、獨協医科大学看護学部特別奨 

   学金、獨協医科大学特別奨学金、日本学生支援機構奨学金、その他の 

   修学金制度） 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p42～44) 

2  アルバイト 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p46) 

3  キャリア支援 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p52) 「学生生活関 

   係マニュアル」(資料 711-3 p6)。 

4  保健センター利用案内 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p57～64) 

5  図書館利用案内 「学生生活のしおり」(資料 711-2 p67～71) 

・推薦入学者に対し、入学前教育プログラムの案内「看護学部学校推薦型選抜

入学予定者対象入学前教育の実施について」(資料 711-4）「2024年度入学準

備教育マスタースケジュール」（資料 711-5）「令和 6年度 看護学部 学校推

薦型選抜入学予定者オリエンテーション･交流会 実施要領」（資料 711-6)、

入学前教育ノートの提出などを課し、高大連携による支援を実施している。 

・推薦入学予定者オリエンテーション「学校推薦型選抜入学予定者オリエンテ

ーション」（資料 711-7)にて、大学の理念・目的、学位授与の方針等の説明

をした。令和 4年度から実施している看護学部 学校推薦型選抜入学予定者

交流会（資料 711-6)は、「入学後のビジョンが想像でき、不安の緩和となっ

た」との感想が、入学予定者から得られている(資料 711-8)。 

・入学者全員に普通救命講習の受講を課している(資料 711-9)。 

 

 

Ａ 

 

712 

 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されて

いるか。また、学生支援は適切に行われているか。 

 

 

 712 

 

 

 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されて

いるか。また、学生支援は適切に行われているか。 

 

 

○学生支援体制の適切な整備 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

 

Ａ 

 ○学生支援体制の適切な整備 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

 

Ａ 
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達成： 

  ・学生支援の体制は「看護学部学生生活委員会規程」に基づき整備されて 

     いる(資料 712-1)。 

  ・学生生活全般に関する事項は看護学部学生生活委員会が所轄し、「学生 

   生活のしおり」（資料 711-2）や「学生生活関係マニュアル」(資料 711 

     -3)、看護学部学生生活委員会規程（資料 712-1)に基づき、細やかな支 

     援を行っている。また、看護学部教務委員会規程（資料 712-2）基づき 

     、教育支援を行う看護学部教務委員会と連携している。 

 ・学生支援体制として、全学年に対し担任制を導入(資料 711-3 p3）して 

   おり、各担任は個人対応に必要な学生情報の共有を図り、教員間の連携 

   のもとに学生の指導にあたっている（資料 711-2 p37)。 

  ・学年運営では、学生が主体的に活動を行うことを目的として全学年に学 

     年委員と学部の各種委員会に学生選出委員をおき、定例の懇談会、意見 

     交換会を行っている(資料 711-3 p4～5,711-2 p74)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成： 

  ・学生支援の体制は「看護学部学生生活委員会規程」に基づき整備されて 

     いる(資料 712-1)。 

  ・学生生活全般に関する事項は看護学部学生生活委員会が所轄し、「学生 

     生活のしおり」（資料 711-2）や「学生生活関係マニュアル」(資料 711 

     -3)、看護学部学生生活委員会規程（資料 712-1)に基づき、細やかな支 

     援を行っている。また、看護学部教務委員会規程（資料 712-2）基づき 

     、教育支援を行う看護学部教務委員会と連携している。 

 ・学生支援体制として、全学年に対し担任制を導入(資料 711-3 p5～p6）し

ており、各担任は個人対応に必要な学生情報の共有を図り、教員間の連携

のもとに学生の指導にあたっている（資料 711-2 p40)。 

  ・学年運営では、学生が主体的に活動を行うことを目的として全学年に学 

     年委員と学部の各種委員会に学生選出委員をおき、定例の懇談会、意見 

     交換会を行っている(資料 711-3 p6,711-2 p40)。 

 

○学生の修学に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

達成： 

意欲のある学生の学びたい気持ちをサポートするために各種奨学金制度を

整備している（資料 711-2 p76～78，712-3）。 

補習教育、補充教育に関しては、各教員がオフィスアワーを設け(資料

712-4 p94)、学生の質問に応じる体制を整えている。また、担任は、単位

修得状況の確認をし、未修得科目がある学生や GPAが低い学生には個別面

接をし、修学支援を行っている(資料 711-3 p3、712-4 p28)。 

令和 5年度より、地域共生協創センターが設置され、地域住民と本学の教

職員、学生の 3者が協働して、多様化・複雑化した地域住民のニーズに応

え、地域の健康問題の解決策や QOLを高めるための具体策を提案していく

地域連携プロジェクトに取り組んでいる。地域連携・貢献型企画は、「地域

住民の健康や QOLの向上に寄与すること」、キャリア発達・開発支援型企画

は「保健医療福祉に関わる専門職者のキャリア発達・開発を支援するこ

と」を目的としている。地域連携・貢献型企画として「病気の子どもと家

族のサポートグループ『つぼみ』や「来て見て体感、あなたの聴脳力～ア

プリではじめるお耳の健康チェック～」など、キャリア発達・開発支援型

として「地域ジョイント講座(看護管理を語ろう)」など行っている。（資料

712-5）。 

 

・正課外教育 

達成： 

看護学部国家試験対策委員会(資料 712-6）と連携し、学年ごとに国家試験

対策として補習教育の計画を策定し実施している。 

    サークル活動（部、愛好会）は、学生の課外教育活動の組織である学友会

 

 

Ａ 

 ○学生の修学に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

達成： 

意欲のある学生の学びたい気持ちをサポートするために各種奨学金制度を

整備している（資料 711-2 p42～44，712-3）。 

補習教育、補充教育に関しては、各教員がオフィスアワーを設け(資料

712-4 p71)、学生の質問に応じる体制を整えている。また、担任は、単位

修得状況の確認をし、未修得科目がある学生や GPAが低い学生には個別面

接をし、修学支援を行っている(資料 711-3 p5、712-4 p17)。 

令和 5年度より、地域共生協創センターが設置され、地域住民と本学の教

職員、学生の 3者が協働して、多様化・複雑化した地域住民のニーズに応

え、地域の健康問題の解決策や QOLを高めるための具体策を提案していく

地域連携プロジェクトに取り組んでいる。地域連携・貢献型企画は、「地域

住民の健康や QOLの向上に寄与すること」、キャリア発達・開発支援型企画

は「保健医療福祉に関わる専門職者のキャリア発達・開発を支援するこ

と」を目的としている。地域連携・貢献型企画として「病気の子どもと家

族のサポートグループ『つぼみ』や「来て見て体感、あなたの聴脳力～ア

プリではじめるお耳の健康チェック～」など、キャリア発達・開発支援型

として「地域ジョイント講座(看護管理を語ろう)」など行っている。（資料

712-5）。 

 

・正課外教育 

達成： 

看護学部国家試験対策委員会(資料 712-6）と連携し、学年ごとに国家試験

対策として補習教育の計画を策定し実施している。 

    サークル活動（部、愛好会）は、学生の課外教育活動の組織である学友会

 

 

Ａ 
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が運営し、自主的に活動している。教員は学友会の特別会員であり、総務

部長、文化部長、体育部長を選出している。また、各サークルの部長は看

護学部の専任教員が担い支援している(資料 712-7）。  

 

・自宅等の個々の場所で学習する学生からの相談対応、その他学習支援 

達成： 

令和 5年、5月からコロナ 5類感染症に変更されるのを受けて、授業を全

学年対面授業で実施し、Zoomでの同時配信は行わないこととした(資料

712-8)。 

 

デジタル化した講義資料やテキストはいつ、どこからでも閲覧、ダウンロード

可能である。時間や場所に制約されず、電子教科書や教員が作成した教材、資

料、看護技術の動画等のコンテンツを活用して主体的、自主的に学修を進める

ことができる。 

 

・オンライン教育を行う場合における学生の通信環境への配慮（通信環境確

保のための支援、授業動画の再視聴機会の確保など） 

達成： 

新型コロナ感染症の流行後、年度開始直後の 4月、授業実施にあたって

は、オンライン授業の学修に関する学修状況や学習環境調査を行い、課題

を明らかにし学生の負担軽減や授業改善に努めてきた。令和 5年 5月か

ら、5類感染症に変更されるのを受け、令和 5年度からは全学年対面で授

業し、令和 6年度以降は、Zoom・オンデマンド配信や授業内容の録画は行

っていない。(資料 712-8)。本学入学後、学術系ネットワーク利用のため

の学生用獨協医大オンラインアカウントが交付され、コンピューター教室

や図書館の PC利用、学内サイト、無線 LAN接続、電子メール、Office 365

の利用、Microsoft包括ライセンスの利用、学習・教育用システム/ソフト

ウェアが利用でき、通信環境は整っている（資料 711-2 p109～114）。 

 

・留学生等の多様な学生に対する修学支援 

対応： 

経済的負担感が軽減し、学業に専念できるように、私費外国人留学生授業

料減免規程が平成 12年 4月に制定されている(資料 712-9)。しかし、現

在、留学生は在籍しておらず、これまでにも受け入れ実績はない。今後、

必要に応じて検討する。 

 

・障がいのある学生に対する修学支援 

達成： 

障がいのある学生に対する修学支援に関する基本方針（令和 2 年 3 月制定）

と性的多様性（LGBT）に関する基本方針及び対応ガイドライン（令和 2 年 12

月制定）については方針を明示しており、ホームページでの公表に加え、学生

生活のしおり(資料 711-2 p206～207，p212～213)にも掲載し、学生に広く周知

が運営し、自主的に活動している。教員は学友会の特別会員であり、総務

部長、文化部長、体育部長を選出している。また、各サークルの部長は看

護学部の専任教員が担い支援している(資料 712-7）。  

 

・自宅等の個々の場所で学習する学生からの相談対応、その他学習支援 

達成： 

令和 5年、5月から 5類感染症に変更されるのを受けて、授業を全学年対

面授業で実施し、Zooｍでの同時配信は行わないこととした(資料 712-8)。

しかし、講義内容は録画し、LMSを介してオンデマンド配信とした。講義

後 1週間を公開としたが、学生の希望により延長・再配信した。 

デジタル化した講義資料やテキストはいつ、どこからでも閲覧、ダウンロード

可能である。時間や場所に制約されず、電子教科書や教員が作成した教材、資

料、看護技術の動画等のコンテンツを活用して主体的、自主的に学修を進める

ことができる。 

 

・オンライン教育を行う場合における学生の通信環境への配慮（通信環境確

保のための支援、授業動画の再視聴機会の確保など） 

達成： 

新型コロナ感染症の流行後、年度開始直後の 4月、授業実施にあたって

は、オンライン授業の学修に関する学修状況や学習環境調査を行い、課題

を明らかにし学生の負担軽減や授業改善に努めてきた。令和 5年、5月か

ら 5類感染症に変更されるのを受けて、令和 5年度は、全学年、対面授業

で実施し、Zooｍでの同時配信は行っていない (資料 712-8)が、本学入学

後、学術系ネットワーク利用のための学生用獨協医大オンラインアカウン

トが交付され、コンピューター教室や図書館の PC利用、学内サイト、無線

LAN接続、電子メール、Office 365の利用、Microsoft包括ライセンスの

利用、学習・教育用システム/ソフトウェアが利用でき、通信環境は整って

いる（資料 711-2 p75～76） 

 

・留学生等の多様な学生に対する修学支援 

対応： 

経済的負担感が軽減し、学業に専念できるように、私費外国人留学生授業

料減免規程が平成 12年 4月に制定されている(資料 712-9)。しかし、現

在、留学生は在籍しておらず、これまでにも受け入れ実績はない。今後、

必要に応じて検討する。 

 

・障がいのある学生に対する修学支援 

達成： 

障がいのある学生に対する修学支援に関する基本方針（令和 2 年 3 月制定）

と性的多様性（LGBT）に関する基本方針及び対応ガイドライン（令和 2 年 12

月制定）については方針を明示しており、ホームページでの公表に加え、学生

生活のしおり(資料 711-2 p186～187，p192～193)にも掲載し、学生に広く周知
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している。なお、これらの方針は制定されて 3 年以上が経過していることか

ら、今後は 適切性について定期的に検証する必要があると考える。 

障がいのある学生の支援としては、現在在籍していないが、看護学部棟内

はバリアフリー化され、エレベーターや多目的トイレなどを設置してい

る。本学のホームページ上に情報を公開しているが、改めて周知を図った

（資料 712—10）。今後、構内施設の改築等における中長期計画において、障が

いのある学生に対する修学支援の観点から、ハード部分のさらなる充実を計画

していきたい。なお、ソフト部分では保健センターと連携し、障がいの種類に

応じて対応可能な体制を構築している。 

 

・成績不振の学生の状況把握と指導 

達成： 

成績不振の学生を、単位履修状況(資料 712-11)、GPA(資料 712-12)、修学

ポートフォリオ (資料 712-13)より把握し、各クラス担任が体調面や経済

面などの生活面及び学習への声掛けや指導を行っている(資料 711-2 

p74)。 

再履修科目に関しては学修計画表を学生が記載し、看護教務課に提出し、

科目責任者が履修状況を確認して指導している(資料 712-4 p75～77)。 

 

・留年者及び休学者の状況把握と対応 

達成： 

留年者や休学者は主に各クラス担任が把握し、休学願、復学願、意見書(休

学・復学・退学）等の書式に担任等による面接経過を記載することとなっ

ている(資料 712-14)。学業に関する修学状況は看護学部教務委員会が、生

活面に関する修学状況は看護学部学生生活委員会が共同して対応してい

る。 

 

・退学希望者の状況把握と対応 

達成： 

退学希望者は学年担任責任者が把握し、本人・保護者と面談（教務部長、

各学年担任）を実施し、意思確認を行い、クラス担任が面談の様子や学生,

保護者の意思を踏まえて「意見書」に意見を記入し、学部長に提出してい

る(資料 712-15)。 

・入試選抜状況（指定校推薦、公募推薦、共通試験、一般 A・B）と入学後の

状況（成績、学生生活等）把握している(資料 712-16)。 

 

・奨学金その他の経済的支援の整備 

達成： 

奨学金等の経済的支援としては、本学独自の奨学金制度と日本学生支援機

構奨学金制度の他、都道府県の奨学金制度の情報提供を行い(資料 712-

17)、必要時に推薦書を記載している。 

 

している。なお、これらの方針は制定されて 3 年以上が経過していることか

ら、今後は 適切性について定期的に検証する必要があると考える。 

障がいのある学生の支援としては、現在在籍していないが、看護学部棟内

はバリアフリー化され、エレベーターや多目的トイレなどを設置してい

る。今後、構内施設の改築等における中長期計画において、障がいのある学生

に対する修学支援の観点から、ハード部分のさらなる充実を計画していきた

い。なお、ソフト部分では保健センターと連携し、障がいの種類に応じて対応

可能な体制を構築している。 

 

 

・成績不振の学生の状況把握と指導 

達成： 

成績不振の学生を、単位履修状況(資料 712-10)、GPA(資料 712-11)、修学

ポートフォリオリオ(資料 712-12)より把握し、各クラス担任が生活及び学

習の指導を行っている(資料 711-2 p40)。 

 

再履修科目に関しては学修計画表を学生が記載し、看護教務課に提出し、

科目責任者が履修状況を確認して指導している(資料 712-13 p55～57)。 

 

・留年者及び休学者の状況把握と対応 

達成： 

留年者や休学者は主に各クラス担任が把握し、休学願、復学願、意見書(休

学・復学・退学）等の書式に担任等による面接経過を記載することとなっ

ている(資料 712-14)。学業に関する修学状況は看護学部教務委員会が、生

活面に関する修学状況は看護学部学生生活委員会が共同して対応してい

る。 

 

・退学希望者の状況把握と対応 

達成： 

退学希望者は学年担任責任者が把握し、本人・保護者と面談（教務部長、

各学年担任）を実施し、意思確認を行い、クラス担任が面談の様子や学生,

保護者の意思を踏まえて「意見書」に意見を記入し、学部長に提出してい

る(資料 712-15)。 

・入試選抜状況（指定校推薦、公募推薦、共通試験、一般 A・B）と入学後の

状況（成績、学生生活等）把握している(資料 712-16)。 

 

・奨学金その他の経済的支援の整備 

達成： 

奨学金等の経済的支援としては、本学独自の奨学金制度と日本学生支援機

構奨学金制度の他、都道府県の奨学金制度の情報提供を行っている(資料

712-17)。 
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・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

達成： 

経済的支援として、各種奨学金制度を整備していることを大学ホームページ

で公表している (資料 712-18～22)。 

さらに、24年 1月の能登半島地震の際には、「獨協医科大学災害罹災等学生

に対する授業料免除規定」の情報をメール配信にて提供している（資料 712-

22）。 

・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

達成： 

経済的支援として、各種奨学金制度を整備していることを大学ホームページ

で公表している (資料 712-18～22)。 

さらに、24年 1月の能登半島地震の際には、「獨協医科大学災害罹災等学生

に対する授業料免除規定」の情報をメール配信にて提供している（資料 712-

22）。 

 

○学生の生活に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学生の相談に応じる体制の整備 

達成： 

   ・学生の相談に応じる体制として、学年担任は、年 2回の定期面談および 

   必要時の面談、ホームルームを実施、勉学をはじめとする学生生活全般 

   に関する相談及び指導等を行う役割を担っている(資料 711-2 p.74)。 

   また、各教員が設定するオフィスアワー、1学年では基礎ゼミナールの 

   演習、4学年では卒業研究ゼミを少人数で行い相談しやすい体制を構築 

   している。 

・学生生活を送るうえで改善して欲しいことを学生がいつでも匿名で意 

  見を投稿できるように意見箱の設置をして対応し（資料 711-2 p.87)、 

  令和 5年度から、学生の生活実態に合わせてデジタル意見箱（QRコード 

  ）に変更している。（資料 711-3 p.6) 

・学生が活用できるために、学生生活のしおりに記載し周知している 

 （資料 711-2 p.87)。 

   ・デジタル意見箱に学生から意見があった場合は、学生の意見とその回 

      答について、学生生活委員会で情報共有している（資料 712-23）。 

 

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制

の整備 

達成： 

  ・ハラスメント防止については、学生生活のしおりに「ハラスメント 

   防止に関する規程」(資料 711-2 p.168)明記し周知している。 

  ・校内の壁などにハラスメント防止のポスターを掲示し、すべての人 

   に関心を持って防止に努めるようにしている(資料 712-24)。 

  ・セメスターごとに担任による個人面談、各実習中や終了時に実習 

   担当教員が個人面談を実施し、状況把握に努めている。 

  ・実習オリエンテーションの際に、看護学実習要項（基本・共通編）を用い

て、実習中にハラスメントを受けた再の取るべき行動と報告・相談ルート

について説明している。（資料 712-25 p.16）また、学生生活マニュアルに

おいてハラスメントの防止のページが設けられ、ハラスメントの種類の説

明およびハラスメントを行わないための注意喚起が示され、学生および教

員の務めとして示され周知されている（資料 711-3 p.9）。 

 

 

Ａ 

 

 ○学生の生活に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・学生の相談に応じる体制の整備 

達成： 

・学生の相談に応じる体制として、学年担任は、年 2回の定期面談および必 

要時の面談、ホームルームを実施、勉学をはじめとする学生生活全般に関

する相談及び指導等を行う役割を担っている(資料 711-2 p40)。また、各

教員が設定するオフィスアワー、1学年では基礎ゼミナールの演習、4学年 

では卒業研究ゼミを少人数で行い相談しやすい体制を構築している。 

 

・学生生活を送るうえで改善して欲しいことを学生がいつでも匿名で意 

  見を投稿できるように意見箱の設置をして対応し（資料 711-2 p53)、 

  令和 5年度から、学生の生活実態に合わせてデジタル意見箱（QRコード 

  ）に変更している。（資料 712-23) 

 

 

 

 

 

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制

の整備 

達成： 

  ・ハラスメント防止については、学生生活のしおりに「ハラスメント 

   防止に関する規程」(資料 712-24)明記し周知している。 

  ・校内の壁などにハラスメント防止のポスターを掲示し、すべての人 

   に関心を持って防止に努めるようにしている(資料 712-25)。 

  ・セメスターごとに担任による個人面談、各実習中や終了時に実習 

   担当教員が個人面談を実施し、状況把握に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

達成： 

  ・学生が心身ともに健康で、有意義な学生生活を送るために、保健セン 

   ター（保健室、カウンセリングルーム、事務室）を設置【センター長 

   （臨床医学准教授 兼務）1 名、課長（学務部学生課長兼務）1 名、 

   臨床心理士（パート）4 名、保健師 1 名、看護師 1 名、事務員 4  

   名】し、定期健康診断（資料 712-26)、各種予防接種の実施、健康管理 

   の助言、メンタルヘルスケア等の支援を行っている。 

   入学時にコロナを含めた感染症への適切な対応のための説明書類を用 

   いて健康生活に関する意識づけをしている（資料 712-27)。 

      保健センターでは、新入生全員を対象として実施している学生精神健 

      康調査の結果(資料 712-28)を踏まえ、必要に応じた面談を実施してい 

      る。また、臨床心理士の資格を持つカウンセラーは、学修上の問題等 

      の悩みのほか、障がい（メンタル面・体調面）のある学生、ＬＧＢ 

      Ｔ、性差・性別に関する悩み等を含めて、メンタルヘルスに関する学 

      生相談業務を行っている。 

   カウンセリングルームは基本的に予約制であり、また、カウンセリン 

   グルーム入室に抵抗を感じる学生に配慮し、保健室からカウンセリン 

   グルームに入室できるよう動線を確保し、少しでも気軽に相談できる 

   環境を整えるとともに、来室が負担となる学生のために、電話相談も 

   受け付けており、心理的負担を抱えている学生の早期発見並びに適切 

   な対処を心掛けている。このカウンセリングルームについての詳細 

   は、「学生生活のしおり」（資料 711-2 p92～93）（保健センター利 

      用案内）及びホームページ（資料 712-29）にて公開し全学生に周知し 

      ている。さらに、個人情報の取り扱いには十分留意した上で、来室し 

      た学生の情報を臨床心理士間で共有することができるようシステムを 

      構築し、多角的に管理している。 

  ・生活支援として、学生寮「Dormitoryいちょう」の 100室（1学年 25室ず 

   つ）を看護学部生に割り当て、経済的支援を行っている (資料 712 

      -30）。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

達成： 

  ・学生が心身ともに健康で、有意義な学生生活を送るために、保健セン 

   ター（保健室、カウンセリングルーム、事務室）を設置【センター長 

   （臨床医学准教授 兼務）1 名、課長（学務部学生課長兼務）1 名、 

   臨床心理士（パート）4 名、保健師 1 名、看護師 1 名、事務員 4  

   名】し、定期健康診断（資料 712-26)、各種予防接種の実施、健康管理 

   の助言、メンタルヘルスケア等の支援を行っている。 

 

 

保健センターでは、新入生全員を対象として実施している学生精神健 

康調査の結果を踏まえ、必要に応じた面談を実施している。また、臨 

床心理士の資格を持つカウンセラーは、学修上の問題等の悩みのほか、 

障がい（メンタル面・体調面）のある学生、ＬＧＢＴ、性差・性別に 

関する悩み等を含めて、メンタルヘルスに関する学生相談業務を行っ 

ている。 

   カウンセリングルームは基本的に予約制であり、また、カウンセリン 

   グルーム入室に抵抗を感じる学生に配慮し、保健室からカウンセリン 

   グルームに入室できるよう動線を確保し、少しでも気軽に相談できる 

   環境を整えるとともに、来室が負担となる学生のために、電話相談も 

   受け付けており、心理的負担を抱えている学生の早期発見並びに適切 

   な対処を心掛けている。このカウンセリングルームについての詳細 

   は、「学生生活のしおり」（資料 711-2）（保健センター利用案内）及 

   びホームページ（資料 712-27）にて公開し全学生に周知している。 

   さらに、個人情報の取り扱いには十分留意した上で、来室した学生の 

   情報を臨床心理士間で共有することができるようシステムを構築し、 

   多角的に管理している。 

  ・生活支援として、学生寮「Dormitoryいちょう」の 100室（1学年 25室ず 

   つ）を看護学部生に割り当て、経済的支援を行っている(資料 712 

      -28）。 

  ・安全への配慮として、毎年 4月に新入生を対象に、警察官を招き被害 

   に遭わないための防犯対策や麻薬などの薬物防止等の内容で、 

   防犯講習会および交通安全講習会を実施しているが、令和 4年度も 

   令和 3年度、令和 2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大の 

   影響により中止した。 

  ・新入学生が生活リズムを整え、学生、教員の親睦を図る目的で 1学年 

   の担任が中心となり、朝食会を実施していたが、令和 2年度から新型 

   コロナウイルス感染拡大の影響により、中止した。コロナ禍に 

   おいて、これまで行っていた方法での朝食会はできないため、 

   代わりに 2021（令和 3）年度からモーニングセミナーを開催している。 

   令和 5年度も新入生モーニングセミナー実施計画（資料 712-29)に 

   基づいて実施された。本セミナーは、入学早期に学生自身が生活 
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・令和６年度は、新入生同士、上級生、教員との交流を通じて、大学生 

   活のイメージをもち、不安を解消できることを目的として、新入生交 

   流会（資料 712-31）を実施した。本年度初めての試みを振り返り次年度 

   に向けて改善点を見出すために新入生（資料 712-32）および上級生への 

   アンケート（資料 712-33）を実施している。 

  ・学生の目に触れるように飲酒や薬物使用防止の啓発ポスターを掲示し 

   ている（資料 712-34）。 

  ・犯罪に巻き込まれるおそれのあるアルバイト勧誘への注意喚起のポス 

   ターを掲示し（資料 712-35)、学生の安全への注意喚起を行っている。 

  ・各クラス担任は、前期・後期に個人面談などを行い、学生の心身の健 

康、保健衛生に関して早期の段階で情報を捉え、対応するようにして 

いる。（資料 711-3 p.3） 

  ・学生の防災意識と災害時に取るべき避難行動への意識の涵養のため、 

   1年に 1回大学をあげて防災訓練を行っている（資料 712-36)。 

  ・令和 5年度に引き続き、令和 6年度も Moodleを用いた安否確認訓練 

（資料 712-37)を行っている。 

   

 

 

 

   

 ・令和 6年度は、学生生活において対応が必要な学生に関する報告経路の 

    見直し（資料 711-3 p34)および緊急性・重大性のあるとトラブル発生時 

    の対応手順(資料 711-3 p35）の取り決め、情報集約および迅速な対応の 

    ための整備を行っている。 

 

・人間関係構築につながる措置の実施（学生の交流機会の確保等） 

達成： 

  ・在学生、卒業生及び教員との交流の機会、キャリア支援の充実を図る 

   目的で、看護学部同窓会との共催企画「ホ－ムカミングデイ」を毎年 

   度 1回開催している(資料 712-38)。ホームカミングデイのポスターを 

      掲示し、交流する機会があることを周知している（資料 712-39）。ま 

      た様々なキャリアデザインを持つ卒業生と交流する貴重な機会として 

      、終了後のアンケート結果からも概ね好評である(資料 712-40）。 

 ・ 

 

  

   スタイルを見直す目的と、学生自身が自分のキャリアを発達させる 

   ための基盤として卒業生の講話を聴講し、医療者に必要な健康と 

   生活の管理について考える機会としている。企画内容を更に検討 

   するため学生アンケートを実施している(資料 712-30)。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・各クラス担任は、セメスターごとに個人面談などを行い、学生の心身 

   の健康、保健衛生に関して早期の段階で情報を捉え、対応するように 

   している。 

  ・学生の防災意識と災害時に取るべき避難行動への意識の涵養のため、 

   1年に 1回大学をあげて防災訓練を行っている（資料 712-31)。 

  ・令和 5年度は、LMSの変更に伴い、Moodieを用いた安否確認（資料 712- 

32)を行っている。 

  ・R６年１月、冬期休暇中に能登半島地震が発生したが、地震発生翌日に 

   は、庶務学生課より全学生に安否確認メールが発信された。発信内容 

   は、①学年、②氏名、③自身や家族の被災状況、④休暇明けの登校の 

   可否、とし、学生および家族の被災状況および支援が必要な学生の把 

   握に努め、学生の状況に応じた支援を行っている。（資料 712-33） 

 

 

 

 

 

・人間関係構築につながる措置の実施（学生の交流機会の確保等） 

達成： 

  ・在学生、卒業生及び教員との交流の機会、キャリア支援の充実を図る 

   目的で、看護学部同窓会との共催企画「ホ－ムカミングデイ」を毎年 

      度 1回開催している。様々なキャリアデザインを持つ卒業生と交流でき 

      る貴重な機会として、終了後のアンケート結果からも概ね好評である( 

      資料 712-34～35）。 

 

  ・先述の、モーニングセミナーにおいて、学生が今後のキャリアを発展 

   させる基盤として卒業生の講話を聴講し、卒業生との交流の機会とし 

   ている（資料 712-29）。 
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○学生の進路に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・キャリア教育の実施 

達成： 

  ・令和６年度より「キャリアデザイン」として科目建てされ、その中で卒業

生からの講話を聴く機会をもち、看護職者となる心構えを形成するための

教育を行っている（資料 712-41）。 

   

・2年次には、看護学への学びを深め、看護職者となる決意を表明する宣 

 誓式を実施している(資料 712-42～43)。 

・3年次には、獨協医科大学病院、埼玉医療センター、日光医療センター 

 の説明会を開催している。（資料 712-44） 

・実習オリエンテーションでは、卒業生からの講演を聴き、看護者とな 

 る心構えを形成するための支援を行なっている(資料 712-45）。また、 

 オリエンテーション実施後は、卒業生の講演が学生のモチベーション 

 につながっていることを把握している。（資料 712-46） 

 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備 

達成： 

   本学部棟内にキャリア支援室を設置し、看護師・保健師・助産師の求人情

報、大学院・専攻科等への進学情報を提供している。 

 

 

令和 5年度より、キャリア支援を専門とする地域共生協創センターが 

設置され、キャリアコンサルタントへの直接相談が可能である。 

   

 

   

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

達成： 

  ・3年生で本学 3病院の説明会および就職説明会を実施している。 

  ・就職ガイダンスを実施し、学年担任が定期的に面談で指導を行って 

   いる。 

  ・卒業生について、ホームカミングデイへの招待、再就職や進学の個 

   別相談に応じるなど、支援体制が図れている。 

 

 

 

 

  

・博士課程における、学識を教授するために必要な能力を培うための機会の設

定又は当該機会に関する情報提供 

/ 

 

 ○学生の進路に関する適切な支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

・キャリア教育の実施 

達成： 

  ・１年次開講の「基礎ゼミナールⅠ」において、キャリアデザインに関する

講義（1コマ）を行ない、ディプロマ・ポリシーを目標とした大学での学

びを卒業後の自分自身のキャリアにつなげられるよう、早期から意識づけ

ている(資料 712-36)。 

  ・2年次には、看護学への学びを深め、看護職者となる決意を表明する宣 

誓式を実施している(資料 712-37)。 

  ・3年次には、獨協医科大学病院、埼玉医療センター、日光医療センター 

の説明会を開催している。 

  ・実習オリエンテーションでは、卒業生からの講話を聴き、看護者とな 

   る心構えを形成するための支援を行なっている(資料 712-38）。 

 

 

 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備 

達成： 

   本学部棟内にキャリア支援室を設置し、看護師・保健師・助産師の求人情

報、大学院・専攻科等への進学情報を提供している。 

キャリア支援室内に相談室を設けている。令和 2年度には専任者を配 

置し、個別相談にも随時対応している。相談数は年々増加している。 

令和 5年度より、キャリア支援を専門とする地域共生協創センターが 

設置され、キャリアコンサルタントへの直接相談が可能である。個別 

相談では自己推薦書作成の支援やプレ面接等の相談を受けている（資 

料 712-39)。 

 

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

達成： 

  ・3年生で本学 3病院の見学会・説明会を実施している。 

  ・就職ガイダンスを実施し、学年担任が定期的に面談で指導を行って 

   いる。 

  ・卒業 生について、ホームカミングデイへの招待、再就職や進学の個 

   別相談に応じるなど、支援体制が図れている。 

  ・本学部棟内にキャリア支援室を設置し、進路選択に関する相談に応じ 

   ている。令和 2年度から専任者を配置。 

  ・モーニングセミナーに合わせて、キャリア支援のための講話および、 

   HRを活用して 4年生への支援を行っている（資料 712-29)。 

 

 ・博士課程における、学識を教授するために必要な能力を培うための機会

の設定又は当該機会に関する情報提供 

 

 

Ａ 
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達成： 

     ・能力向上に向けては、大学院研究科教員を対象とした FD研修会を開催 

 しており、学部担当教員も参加し、必要な能力向上に努めている 

(資料 712-47)。 

  ・R5年度より、博士課程（前期）および（後期）が開設された。学部教 

   育の先に大学院研究科への選択肢があることや、学び続ける博士課程 

   の学生を身近に感じることで自己の能力を培っている。オープンキャ 

   ンパスでの情報提供および、学部棟内で研究科の選抜試験のポスター 

   掲示を行い、意識の涵養の機会を設けている。（資料 712-48） 

 

達成： 

     ・能力向上に向けては、大学院研究科教員を対象とした FD研修会を開催 

 しており、学部担当教員も参加し、必要な能力向上に努めている。 

 

  ・R5年度より、博士課程（前期）および（後期）が開設された。学部教 

   育の先に大学院研究科への選択肢があることや、学び続ける博士課程 

   の学生を身近に感じることで自己の能力を培っている。オープンキャ 

   ンパスでの情報提供および、学部棟内で研究科の選抜試験のポスター 

   掲示を行い、意識の涵養の機会を設けている。（資料 712-40） 

 

○学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・学生の部活動やサークルは学友会を中心に自主的に活動できるよう、 

   各部活動・サークルの部長会議や学生総会および学生生活委員会等で 

情報を共有している（資料 712-49）。 

   毎年、医学部と合同で学祭や体育祭・文化祭等を実施している 

   （資料 712-50）。 

 

 

 

 

 

Ａ 

 ○学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・学生の部活動やサークルは学友会を中心に自主的に活動できるよう、 

   各部活動・サークルの部長会議や学生総会等で情報を共有している。 

   毎年、医学部と合同で学祭や体育祭・文化祭等を実施している。 

 

 

 ・令和 2年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、サークル活動を中 

  止したが、令和 3年度および令和 4年度は感染予防対策を講じて、歓迎を 

  粛清しクラスター発生に留意しながら活動を継続した。 

 ・令和 5年度は、大学より示された「新型コロナウイルス感染症の 5類移 

  行後の学生生活・活動方針」に従って、感染対策の徹底、対外試合等 

  は事前許可制とし、活動日誌の廃止、体調管理の徹底などの規定のも 

  とに活動を継続した（資料 712-41)。 

 

 

 

Ａ 

○その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

 ・学部棟内に意見箱を設置し、学生側の意見を随時、看護学部学生生活 

  委員会で報告・検討し、必要に応じて看護学部教授会に報告し、改善 

  を含め学生支援の向上に繋げている。令和 5年度よりデジタル意見箱を 

  活用し、学生生活に関わる学生の要望の救い上げを行い、学生生活委 

  員会で検討のうえ、対応している。また、回答状況については LMS等を 

  用いて学生に周知している。 

  ・定期的に学生選出委員と教員との意見交換会を開催し、学生の「生の 

   声」を聞き、学生支援の向上を図っている。 

   ・令和 6年度も令和 5年度同様に、学生生活委員・学生選出委員との意見交 

換会を年に 2回開催し、（資料 712-51～52）、学生からの率直な意見や要望

に関して対応・回答している(資料 712-53)。 

   ・学友会における環境整備費の使途に関してアンケート調査を実施し（資 

料 712-54）、令和 6年度は学生が主に利用するラウンジの椅子の調達 

 

 

Ａ 

 ○その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

 ・学部棟内に意見箱を設置し、学生側の意見を随時、看護学部学生生活 

  委員会で報告・検討し、必要に応じて看護学部教授会に報告し、改善 

  を含め学生支援の向上に繋げている。令和 5年度よりデジタル意見箱を 

  活用し、学生生活に関わる学生の要望の救い上げを行い、学生生活委 

  員会で検討のうえ、対応している。また、回答状況については LMS等を 

  用いて学生に周知している。（資料 712-23）。 

  ・定期的に学生選出委員と教員との意見交換会を開催し、学生の「生の 

   声」を聞き、学生支援の向上を図っている。 

   ・令和 5年度学生生活委員・学生選出委員との意見交換会が年に 2回開催 

   し、（資料 712-42～43)、学生からの率直な意見や要望に関して対応・ 

   回答している。 

 

 

 

Ａ 
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をしている。（資料 712-55） 

   

713 ③ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、そ

の結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 

 713 ③ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 

○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・看護学部自己点検・評価委員会が点検・評価を行っている。さらに、看護

学部学生生活委員会及び看護学部教務委員会が共同で学生生活アンケート

を実施している(資料 713-1)。なお、アンケート結果は、学生生活委員会

及び教務委員会で検討され、内容に応じ各種委員会で検討し、改善・向上

に努めている（資料 713-2）。 

     

 

 

Ａ 

 ○適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・看護学部自己点検・評価委員会が点検・評価を行っている。さらに、看護

学部学生生活委員会及び看護学部教務委員会が共同で学生生活アンケート

を実施している(資料 713-1)。なお、アンケート結果は、学生生活委員会

及び教務委員会で検討され、内容に応じ各種委員会で検討し、改善・向上

に努めている。 

     

 

 

Ａ 

○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・学生へのアンケート結果を基に、学修環境の整備を行うとともに、就職・

進学支援の充実を図った。 

 

 

Ａ 

 ○点検・評価結果に基づく改善・向上 

（達成されていること、されていないこと 箇条書き） 

達成： 

  ・学生へのアンケート結果を基に、学修環境の整備を行うとともに、就

職・進学支援の充実を図った。 

 

Ａ 
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２．根拠資料（名称） 

2024（令和 6）年度  2023（令和 5）年度 

項目

№ 

資料

番号 
根拠資料の名称 

 項目 

№ 

資料

番号 
根拠資料の名称 

711 1 
看護学部ホームページ 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/ 

 
711 1 

看護学部ホームページ 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/ 

711 2 
令和 6年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2024/#page=1 

 
711 2 

令和 5年度 学生生活のしおり 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page=1 

711 3 令和 6年度 学生生活関係マニュアル  711 3 令和 5年度 学生生活関係マニュアル  

711 4 看護学部学校推薦型選抜入学予定者対象入学前教育の実施について  711 4 看護学部学校推薦型選抜入学予定者対象入学前教育の実施について 

711 5 獨協医科大学 看護学部入学前課題 学習計画書 1  711 5 2024年度入学前準備教育 マスタースケジュール 

711 6 令和 7年度 学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション 
 

711 6 
令和 6年度看護学部学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション・交流会 実施

要項 

711 7 学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション  711 7 学校推薦型選抜入学予定者オリエンテーション 

711 8 令和 7年度 推薦入学予定者オリエンテーション  711 8 令和 6（2024）年度 推薦入学予定者オリエンテーション・交流会 報告書 

712 1 看護学部学生生活委員会規程  711 9 普通救命講習の受講 

712 2 看護学部教務委員会規程  712 1 看護学部学生生活委員会規程 

712 3 奨学金等実績一覧  712 2 看護学部教務委員会規程 

712 4 令和 6年度教務関係マニュアル  712 3 奨学金等実績一覧 

712 5 
令和 6年度地域共生協創センター地域連携プロジェクト企画一覧 

https://dept.dokkyomed.ac.jp/dep-m/ccc/region/rennkei.html 

 
712 4 令和 5年度 教務関係マニュアル 

712 6 看護学部国家試験対策委員会規程  712 5 地域共生協創センター企画一覧 

712 7 獨協医科大学看護学部学友会会則  712 6 看護学部国家試験対策委員会規程 

712 8 令和 6年度前期の授業方法について  712 7 看護学部学友会会則 

712 9 獨協医科大学私費外国人留学生授業料減免規程  712 8 令和 5年度前期の授業について 

712 10 獨協医科大学障がいのある学生に対する修学支援に関する指針  712 9 私費外国人留学生授業料減免制度 

712 11 学習成果の経過記録  712 10 学修成果の経過記録ディプロマサプリメント 

712 12 令和 6年度前期各学年 GPA分布図  712 11 令和 5年度前期各学年の GPA分布図 

712 13 修学ポートフォリオ活用の手引き  712 12 Active Academy 修学ポートフォリオの手引き 

712 14 休学・復学・退学に関する流れ  712 13 再履修科目の対応(教務関係マニュアル p55～57) 

712 15 意見書  712 14 休学・復学・退学に関する流れ 

712 16 入試区分別進級・成績・欠席・国試・進路状況  712 15 意見書 

712 17 都道府県の奨学金制度  712 16 入試区分別進級・成績・欠席・国試・進路状況 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/education/dmucn_shiori2023/#page
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712 18 看護学部入学一時金減免制度 
 

712 17 
奨学金制度 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/schoollife/support.html 

712 19 特別奨学金貸与推薦者一覧  712 18 看護学部入学一時金減免制度 

712 20 獨協医科大学看護学部特別奨学金貸与規程  712 19 特別奨学金貸与推薦者一覧 

712 21 看護学部奨学金貸与規程  712 20 看護学部特別奨学金貸与規程 

712 22 獨協医科大学災害罹災等学生に対する授業免除規程  712 21 看護学部奨学金貸与規程 

712 23 意見箱への回答  712 22 災害罹災等学生に対する授業料減免 

712 24 廊下のポスター掲示の写真  712 23 令和 5年度 6月学生生活委員会 報告事項５）デジタル意見箱 

712 25 令和 6年度看護学実習要項（基礎・共通編）  712 24 ハラスメント防止に関する規程 

712 26 令和６年度 保健センター関連 健康診断・予防接種日程  712 25 廊下のポスター掲示の写真 

712 27 保健室からのお願い  712 26 令和 5年度 定期健康診断の実施結果 

712 28 令和６年度 こころの健康調査実施結果 
 

712 27 
保健センター 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/research/facility/health.html#gsc.tab=0 

712 29 
保健センター 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/research/facility/health.html#gsc.tab=0 

 
712 28 Dormitory（看護学部学生寮）規程細則 

712 30 Dormitory（看護学部学生寮）規程細則  712 29 令和 5年度モーニングセミナー実施計画 

712 31 新入生交流会（しおり）  712 30 令和 5年度モーニングセミナーアンケート集計結果 

712 32 新入生交流会新入生アンケート結果  712 31 令和５年度 防災訓練実施計画 

712 33 新入生交流会上級生アンケート結果  712 32 令和５年度 Moodleを用いた安否状況確認訓練について 11月報告事項 

712 34 飲酒・薬物防止啓発ポスター  712 33 令和 6年 能登半島地震後の安否確認メール（1月 2日） 

712 35 不正アルバイト募集の注意喚起ポスター  712 34 令和 5年度ホームカミングデイ実施計画 

712 36 令和６年度 防災訓練実施計画  712 35 令和 5年度ホームカミングデイ実施状況 今後の課題アンケート結果 

712 37 令和６年度 安否状況 
 

712 36 
令和 5年度「基礎ゼミナールⅠ」シラバス 

https://dkm-system.jp/dmucn/2023/print.php?id=796 

712 38 令和６年度ホームカミングデイ実施計画  712 37 令和 5年度 宣誓式実施計画 

712 39 令和 6年度ホームカミングデイポスター  712 38 令和 5年度実習オリエンテーション先輩の講話 

712 40 令和６年度ホームカミングデイ実施状況 アンケート結果  712 39 令和 5年度 学生生活関係マニュアル p6 

712 41 
令和６年度「キャリアデザイン」シラバス 

獨協医科大学 看護学部シラバス(第１～２学年) 

 
712 40 

令和 7年度 獨協医科大学大学院 博士前期課程/博士後期課程 

学生募集ポスター 

712 42 令和 6年度 宣誓式実施計画  712 41 令和 5年度 学友会活動報告書 

712 43 令和 6年度 宣誓式実施報告書  712 42 令和 5年度前期 学生生活委員会・学生選出委員との意見交換会 

712 44 令和 6年度 ３病院就職説明会  712 43 令和 5年度後期 学生生活委員会・学生選出委員との意見交換会 

712 45 令和 6年度 実習オリエンテーション 先輩の講話  713 1 令和 5年度 学生生活アンケート 

https://www.dokkyomed.ac.jp/dmucn/schoollife/support.html
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/research/facility/health.html#gsc.tab=0
https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/research/facility/health.html#gsc.tab=0
https://dkm-system.jp/dmucn/2023/print.php?id=796
https://dkm-system.jp/dmucn/print.php?id=81
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712 46 令和 6年度 実習オリエンテーションアンケート結果（修正版）     

712 47 令和 6年度 大学院 FD参加のご案内     

712 48 令和 7年度 博士課程（前期・後期）学生募集ポスター     

712 49 令和 6年 第 1回学生生活委員会議事録     

712 50 令和 6年度 獨医祭ポスター・看護企画書     

712 51 令和 6年度前期 学生生活委員会・学生選出委員との意見交換会 議事録     

712 52 令和 6年度後期 学生生活委員会・学生選出委員との意見交換会 議事録     

712 53 令和 6年度 学生生活アンケート・要望・意見への回答     

712 54 学友会 環境整備費使用に関するアンケート     

712 55 令和 6年度 第 13回学生生活委員会議事録     

713 1 令和６年度 学生生活アンケート     

713 2 令和６年度 学生生活アンケート集計結果     

 

 

 

 

 

 


